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────────────────────────────────────────── 

平成27年 第２回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                           平成27年６月10日（水曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第３号） 

                       平成27年６月10日  午前10時00分開議 

 日程第１ 一般質問 

 （一般質問通告一覧表） 
 

順
位 質 問 者 

質 問 事 項 
質  問 の 要  旨 

 
 

質問の 
相 手 

備
考 

５ １７番 

 緒方 直樹 

１．町人会の現状について 

  ①近畿地区の町人会の現状について伺う。 

  ②その他地区町人会設立について伺う。 

町 長 

 

 

２．ふるさと納税について 

  ①ふるさと納税の現状について伺う。 

  ②ふるさと納税の贈答品について伺う。 

  ③ふるさと納税の目標額について伺う。 

町 長 

 

３．中学校部活動について 

  ①部活動の意義について伺う。 

  ②部活動の現状について伺う。 

  ③顧問の在り方及び現状について伺う。 

教育長 

 

６ ５番 

 津曲 牧子 

１．高齢者福祉について 

  ①介護予防事業の現在の取り組みと参加人数

は。 

  ②サポートする人材の育成はどのように行われ

るのか。 

  ③地域資源の把握と活用方法は。 

  ④認知症対策推進総合戦略での高鍋町の取り組

みは。 

  ⑤認知症サポーター、キャラバンメイトの現在

の活動内容と今後の養成講座の計画は。 

  ⑥認知症カフェ設置についての考えはあるの

か。 

  ⑦認知症地域支援推進員の町民との関わりはど

のようになるのか。 

町 長 
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  ２．高鍋図書館について 

  ①開館６０周年行事はどのように行われるの

か。 

  ②子どもを対象にした現在の取り組みと今後の

新たな計画は。 

  ③文化施設としての高鍋美術館との連携は。 

  ④指定管理者制度についての考えは。 

町 長 

教育長 

 

７ １３番 

 黒木 博行 

１．農商工連携について 

  ①高鍋町においての行政の取り組みと、現在ま

での進捗状況。 

  ②町内における農商工連携の事例。 

  ③今後の農商工連携の取り組み。 

町 長 

 

 

  ２．６次産業化について 

  ①高鍋町においての行政の取り組みと、現在ま

での進捗状況。 

  ②町内における６次産業化の事例。 

  ③今後の６次産業化の取り組み。 

町 長 

 

  ３．観光振興策について 

  ①観光地としての町づくりに、現在行政はどの

ように取り組まれているのか。 

  ②高鍋大師花守山について、行政はどのような

支援、取り組みをしていくのか。 

  ③今後の高鍋の観光地づくりに対しての取り組

み。 

町 長 

 

８ １５番 

 春成  勇 

１．高鍋町の排水路について 

  ①都市下水路の管理について伺う。 

  ②一般の排水路の管理及び改良について伺う。 

町 長 

 

 

  ２．鳥獣駆除対策について 

  ①町内での有害鳥獣駆除は、どの様な方法で行

うのか伺う。 

  ②特に銃を使っての駆除について資格や遵守事

項はどのようなものか伺う。 

  ③今後の駆除の推進策があるか伺う。 

町 長 

 

９ ６番 

 岩村 道草 

１．戦後７０年追悼行事平和教育について 

・戦後７０年追悼行事について。 

  ①町主催の追悼式典の開催は。 

  ②子供たちに戦争の悲惨さを考える学習環境

は。 

町 長 

教育委員長 

教育長 
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  ２．観光施設の連携と広報について 

  ①花守山の案内板について。 

  ②点在する観光施設の一体的な広報と温泉施設

の利用について。 

町 長 

 

 

３．町施設点検整備について 

  ①高鍋町総合体育館法面湧水について。 

  ②ふれあい交流センター排水路道路路肩につい

て。 

町 長 

 

──────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 池田  堯君       ２番 水町  茂君 

３番 山本 隆俊君       ５番 津曲 牧子君 

６番 岩村 道章君       ７番 岩﨑 信や君 

８番 青木 善明君       10番 柏木 忠典君 

11番 後藤 正弘君       12番 中村 末子君 

13番 黒木 博行君       14番 黒木 正建君 

15番 春成  勇君       16番 八代 輝幸君 

17番 緒方 直樹君       18番 永友 良和君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 田中 義基君    事務局補佐 鳥取 和弘君 

議事調査係長 矢野 由香君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 小澤 浩一君   副町長 ………………… 川野 文明君 

教育長 ………………… 島埜内 遵君   教育委員長 …………… 黒木 知文君 

農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君   代表監査委員 ………… 黒木 輝幸君 

総務課長 ……………… 森  弘道君   政策推進課長 ………… 三嶋 俊宏君 

建設管理課長 ………… 惠利 弘一君   農業委員会事務局長 … 鳥井 和昭君 

産業振興課長 ………… 川野 和成君   会計管理者兼会計課長 … 間  省二君 

町民生活課長 ………… 杉  英樹君   健康保険課長 ………… 徳永 惠子君 

福祉課長 ……………… 河野 辰己君   税務課長 ……………… 宮崎守一朗君 
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上下水道課長 ………… 吉田 聖彦君   教育総務課長 ………… 中里 祐二君 

社会教育課長 ………… 稲井 義人君                      

──────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（永友 良和）  皆さんおはようございます。只今より本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（永友 良和）  日程第１、一般質問を行います。 

 ９日に引き続きまして、順番に発言を許します。 

 まず、１７番、緒方直樹議員の質問を許します。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。おはようございます。朝早くから来ていただき、ほん

とにありがとうございます。 

 それでは早速ですけども、通告に従いまして、次の質問をいたしたいと思っております。 

 まず第１に、町人会の現状についてでは、近畿地区町人会の現状についてお伺いいたし

ます。なお、その他、地区町人会の設立については、自席にて伺いたいと思っております。 

 ２番、ふるさと納税の現状について伺います。贈答品、及び目標とするふるさと納税額

についてはまた自席にて伺いたいと思います。 

 ３番、部活動の意義について伺います。同じく部活動の現状及び顧問のあり方、及び現

状についても自席にて伺いたいと思っております。 

 以上、通告に従い質問いたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  おはようございます。お答えいたします。 

 まず、町人会の現状についてでございますが、近畿高鍋会は、平成２４年の発足以来、

会長以下役員の方々の御努力により、順調に運営がなされてきております。本年度も先日、

大阪市内において総会が開催されましたので、議長とともに出席し、関係者の方々の日頃

の御尽力に対しお礼を申し上げるとともに、会員の皆様との交流を深めたところでござい

ます。その他の地区の町人会設立につきましても、進めてまいりたいと考えておりますの

で、現在、福岡、関東の両地域におきましても、情報収集等に努めているところでござい

ます。 

 次に、ふるさと納税についてでございますが、昨年度延べ１９名の方から３２７万円の

寄附をいただいております。今後につきましては、制度の周知にあわせて返礼品である特

産品の充実を図り、本町の魅力を最大限にＰＲすることで、納税以外の波及効果につなが

るよう、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。おはようございます。中学校部活動の意義についてで
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ございますが、平成２０年１月の中央教育審議会答申において、部活動の意義や留意点、

配慮事項等が中学校学習指導要領に規定されました。部活動は、技能、体力等の向上のみ

ならず、生徒の生きる力、他者への思いやりや協調性、責任感など、豊かな人間形成に資

するものであり、学校教育の一環として重要な役割を果たしております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。それでは、まず近畿地区の現状ということでお伺いを

させていただきたいと思います。 

 まず、先ほど大阪市内のほうで会員交流されているということですけども、現在ます何

名の方がいらっしゃって、今後、ふえる予定であるのかというのを伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。会員数は、現在１１５名となっておりま

す。その後、今後のことでございますけど、最初に立ち上げたときは、もうちょっと

１１５名よりか何名か多かったわけなんですけど、若干減ってる現状でありますけど、今

後もふやしていきたい、そういう向こうの方のつながりでふやしていきたい意向はあるよ

うでございます。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。ちょっと減っているということで、ちょっとあれです

けども、そのふやすということはあちらの近畿地区の方が積極的に動いてくれるというこ

とでするしかないとは思いますけども、こちらから何かできるようなことというのはある

んでしょうか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。町内の方にもこういう会があるというよ

うなことを周知していったらいいかなと思ってはおります。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。それはまだしていないということだと思いますので、

今後して、これは週報とかでも流すということを今後していくという予定であるというこ

とですか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。現在も何回か広報誌等載せていたわけで

すけど、それをまた定期的には、ちょっと無理かもしれませんけど、随時載せていって、

周知を図っていきたいと、こういう会があるんだということの認知をしていただこうと思

ってはおります。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。ぜひ、それを定期的にでもやっていただければと思い

ます。 
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 次に、町人会ということなんですけども、実際に具体的な活動というのはどういったこ

とをされているのか、伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。近畿高鍋会の活動ということでございま

すが、先ほど言いました定期的な総会のほか、会で会報を発行されております。こちらか

らも情報を上げて、あちらのほうで、近畿のほうで会報を出して、その会員の方に配って

いらっしゃるようでございます。そのような会員相互の交流、それと、こちらの方の事業

にも御協力をいただいております。例えば、ふるさと納税とか、花守山の募金と、社会福

祉協議会が行っておりますお墓見守りサービス、こちらからもＰＲしたんですけど、そう

いうのの参加というか、そういうのをしていただいておるところでございます。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。そういうことで、今後も近畿地区の町人会の方々と密

に連絡とりあっていただければと思います。 

 次に、近畿地区以外の町人会設立ということで、先ほど町長のほうで、福岡、関東のほ

うで進めているよということですけども、では、具体的な話としまして、これは前回のお

話もしてるんですけども、世話人、一番大事なのは世話人だと思います。そちらの方は今

了承といいますか、いらっしゃるのかどうかということが、まず気にかかるところですの

で、まずそれについて伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。議員のおっしゃられるように、町人会の

設立については、中心的に動いていただける方と、そのほかにも協力者が必要となってお

ります。現時点では、高校などの同窓会組織や個人的なネットワークを頼りに、協力者の

確保に努めておるところでございますが、何人かは当たってはおるんですけど、大体の方

が世話人をしてくださいというような方向、定まったものではございませんで、協力をお

願いをしている段階でございます。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。こちらに関しては、ほんとに相手方の気持ちとやる気

というのが大事になると思いますので、ぜひ大事にしていただいて、設立のほうに向けて

頑張っていただければと思っております。同窓会の、高校の同窓会とか、そういうので活

用していただくというのであれば、私としては早くというふうに、気持ちはあるんですけ

ども、実際にそうはいかないという現状も十分わかっておりますので、まずは、福岡、関

東、この２つのところの設立に向けて頑張っていっていただければと思います。これに関

しては、ほんと、よろしくお願いいたします。 

 では、次に、ふるさと納税ということですけども、まず現状ということで、昨年１９名

そして３２７万円の寄附というふうにお話を伺いました。こちらに関して、毎年これは平

成２０年度から始まっておりますけども、大体推移的には変わらないのか、それともどん
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どんふえているのか、減っているのかというのをまず伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。毎年の推移でございますけど、これは当

初のころは、９名から１０名程度ということでありました。口蹄疫が発生したときに口蹄

疫に関する寄附を募ったところ、そのときはふえております。３０名ほどになっておりま

す。最近、昨年ですけど、昨年は先ほど言いましたように延べ１９件、人数にして１８名

なんですけど、若干ふえている状況でございます。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。そこで、今回の３月議会のときにも町長のほうで言わ

れましたように、こちらの方に力を入れていくよというお話を聞いて大変うれしいお話だ

とは、私は思っております。では、そこで、現状の今の推移、要は高い、低いというのは

正直、これは言えないと思います。要は相手方のお気持ちでいただいている寄附というこ

とですので、高い、低いというのは言えないんですけれども、でも、向上する手段という

のは幾らでもあると思うんですけども、現状から、さらに向上させるような具体策という

のは今どのように考えていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。今まで返礼品が４品ということで、その

中から選んでいただくというようなことをしておりました。それを、今もしておるわけな

んですけど、今回もうちょっとこの返礼品の数をふやしていきたいと思っております。そ

の内容を今現在、地場産業振興会と協議をしている段階でございます。それに制度の周知

にも力を入れていきたいと考えておるところでございます。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。きのう、１１番議員のときにもそのようなお答えだっ

たので、ちょっとそこからまたさらに詳しくお聞きしたいんですけども、先ほど言った地

場振興会、そちらのほうで今協議中ということなんですが、大体３０社ぐらいから協議し

ているということなんですけど、どういう協議内容なのか。返礼品っていっても何品をそ

ろえる予定なのか。もしくは、あと金額っていったらおかしいんでしょうけども、その寄

附者の金額によって多分違ってくるのかなという気はあるんですが、そこら辺はどのよう

にお考えになっているでしょうか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。地場産業振興会、３０数社ございますけ

ど、ここにもいろんな商品を取り扱っていると考えております。うちがお願いしてるのは、

地場産業振興会のほうに、その出していただけるような返礼品があるかどうかをリストア

ップしてくださいというようなことでしております。それが何点になるのかちょっとわか

りませんけど、うちのほうとしてお願いとしては、１万円相当になるようなものはないだ

ろうか、５,０００円相当のもの、２,０００円相当のもの、そういう３段階区分で一応例
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示を挙げていただけたらと思っておるところであります。それを、今現在お願いしている

ところでございます。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。今、１万円相当、５,０００円相当、２,０００円相当

というのは、こちらは納税寄附額が２,０００円ということですか。それとも品が

２,０００円ということなんですか。ちょっとそこがわからなかったので、教えていただ

けますか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。納税額に対して、額をまだ設定してない

んですけど、額に対して、１万円相当の商品の例を挙げていただくようにということでお

願いしております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。それで、１万円相当、５,０００円、２,０００円相当

ということなんですけども、きのうちょっと重複するかもしれませんが、ふるさとチョイ

スというのがあります。これを見ると、例えばこれは、都城市のふるさと納税なんですけ

ども、これで見ると、全部で７項目あります。要は１万円から２万円、２万円から５万円、

５万円から１０万円、１０万円から２０万円、そういう形の寄附に対する品がこうですよ

っていうのを、１６ページあるんですよ。だからここまで大きくしてほしいという希望も

あるんですけども、今のお話ですと、ちょっと、もうちょっとふやしてもいいのかなと、

設定をしてもいいのかなと思うんですけども、それに関してはどう思われるでしょうか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。地場産業振興会にお願いしておりますリ

ストアップの状況を見て、何らか考慮していきたいと思っております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。それでは、ここでまたちょっと、さらに細かくという

わけではないんですけども、先ほど、今後検討していくということなんですけども、全体

の今の青写真、構想ですよね、今のお話ですと、金額面でしますよ。ただ、きのうの質問

のときに、１１番議員が質問されたときに、収益計画は立てていないというようなお話を

受けております。 

 そこで、先ほど私も言いましたけども、ふるさと納税というのはあくまでも善意でいた

だくというのが第一ですので、あんまり強くは言えないんですけども、それでもやはりあ

る程度、発表することはしなくていいと思うんです。要するに担当課のほうでこれぐらい

はしましょうというような計画は立ててるんでしょうか。これは表立ってすることではな

いので、ただ、内々でやっていただければなと思ってるんですが、それに関してはどう思

われるでしょうか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 
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○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。やはり、これは、寄附者のお気持ちです

から、なかなか目標を幾らという設定はまだしかねておるんですけど、今言った、ふやそ

うということは、多分ふえるだろうと、現状よりか、そういうことは考えております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。それでは、こちらに関しては私も言いづらかったので、

目標というのはある程度立ててないと幾らかというのがないとちょっと中だるみになって

しまいそうな感じがしたもので、そのような質問させていただきました。 

 それでは、充実を図るということで、ほかのところの参考にしていくと、今後こういう

ふるさと納税をやっていくという、参考にしていくということをお伺いしますけども、ち

なみにそれはいつぐらいからされるということですか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。今、地場産業振興会にリストアップをお

願いしている段階でありまして、それが早くて今月、来月ぐらいになるんでしょうか。そ

れから、それで、もう１回確認とか、その商品の確認とかをしていったりしたら、早くて

も、ちょっとめどが立ってないんですけど、できるだけ早く、それができ次第、周知をし

ていきたいと思っております。 

 それと、もう一つ、予算的なものも出てきますから、発送料とか、そういうのもありま

すから、予算の計上等もあります。それにあわせて進めていきたいと思っております。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  今、品物をふやすということは、大変貴重な御意見でございます

が、これを発送するのに、今言いましたが、いろいろと冷凍品になったりしますと、その

設備等々ございます。そういうことで、今言いました３０社といろいろ協議を重ねた上で

これを実施していきたいと思っておりますので、今、いつにやるのかということはなかな

か、そっちの準備ができ次第ということですので、御了承願いたいと思っております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。ちょっと私の質問が不明瞭だったのかなと思うんです

けど、要は、現状のこちらでやられているふるさと納税のやり方じゃなくて、ふるさとチ

ョイスとかで、要は、例えば綾町とか、都城とかの参考にするのかなというふうに、実際

に、例えば都城市なら都城市に行って、何かしらノウハウとかを学んでくるのかなという

意味でちょっと質問させていただいたんですけども、そういう予定はあるかどうかという

ことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。やはりノウハウがまだうちにないもので

すから、そういう先進地の事例を研究しながら都城もたくさんやっていらっしゃるようで

す。綾町も、その係をつくってるような状況です。発送にいろいろ大変だというようなこ

とで、多くなると。そういうシステムづくりからやっていかないといけないと、多くなっ
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た場合、そういう点もあります。それは研究していきたいと思っております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。そうですね。そのように、私は先にそれをやって、そ

れから今やられている地場振興会との協議で、それを加味してやっていただければなとい

うふうに考えております。 

 また、先ほどちょっと話が前後するかもしれませんけども、ふるさと納税寄附者の方、

今現在やられているので、ふるさと高鍋サポーターとして登録されている方がいらっしゃ

ると思います。電子メールを使った情報の発信、まちづくり等に対する意見募集、行って

いるというようですけども、実際登録者からどのような意見があるのかを伺いたいと思い

ます。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。ふるさと高鍋サポーターの方、これはふ

るさと納税をされた方に対して、これとあわせてふるさと高鍋サポーターになっていただ

くという制度でございますけど、うちからふるさと高鍋だよりを発行し、そちらの方にサ

ポーターの方に送っているところでありますが、そのような、この高鍋の動き等を載せた

高鍋だよりを見て御意見等はありますけど、返礼品について等の御意見等は今のとこない

ということです。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  返礼品だけではなく、そのほかの意見とかもないということで

しょうか。大まかなやつで構いませんが。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。ふるさと高鍋だよりを発行して、その掲

載記事に、昔の地名、昔いらっしゃったところの地名等を載せてくれないだろうかという

ような、地名が変わって番地ではわからないとか、昔の地名が親しみがあるというような

ことで、そういうことで御意見はいただいたことはあります。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  そういう意見があるということは、大変高鍋にとってもいいこ

とだなと思います。 

 あと、もう少し気になる点があと２つございますので、そちらのほう質問させていただ

きますが、現在、国のほうは、ふるさと納税に対して過熱ぶりがあるということでちょっ

と危惧しているようなことはあります。今回も、今回拡充すると、要は力を入れるよとい

うことで本町は動いていますけども、そこら辺の折り合いというのはどのように考えてら

っしゃるんでしょうか。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。そのことにつきましては、平成２７年の

ことしの４月１日に総務大臣通知ということで、返礼品送付への対応についてのことが通
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知がまいっておるところであります。これは、寄附金は経済的利益の無償の供与であり、

返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示、具体的には、返礼品の価

格や返礼品価格の割合の表示による寄附の募集をする行為をできるだけやめるように通知

が来ております。また高額、または寄附額に対して返礼割合の高い返礼品など、ふるさと

納税の趣旨に反するような返礼品として社会通念を超える豪華すぎるものにならないよう

というようなことで通知が来ておるところでございます。こうした通知を踏まえまして、

本町といたしましても、あくまでも高鍋町のほんとのいいもの、素材のよさや生産者の熱

意が伝わることを優先とするＰＲのあり方を検討してまいりたいと思っております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。そうですね。そういうふうにちょっと今過熱気味とい

うので、ちょっとそこら辺は注意していただけるんだろうなと思っております。あともう

一つふるさと納税でお伺いしたいことがあります。要は、これは昨年、私が一般質問でも

同じようなことしたときに、現在の高鍋町の地場産品というのは焼酎、茶、ようかん、落

花生ということで、文字だけなんですよ。きのう、おとといも確認とりましたけども、ま

だそれがそのままであったというような、要はなるたけなら写真とか、見栄えがよく

１１番議員もきのうおっしゃってましたけど、見栄えはよくしていただきたいなと思いま

すが、現在までちょっとできなかったということでよろしいんですか。それとも、しなか

ったとか、そういうことなんですか。お伺いします。 

○議長（永友 良和）  政策推進課長。 

○政策推進課長（三嶋 俊宏君）  政策推進課長。これにつきましては、一つは、今４品し

かないということでありまして、４品の中にある飲み物──焼酎がございますが、そうい

うものの商品を出した場合、どうなるかというようなことも危惧をしておりました。そう

いう関係で、出してないんですけど、それと、額も今までホームページに額等を入れてお

りましたけど、先ほど申しました通知によって、その幾ら相当というような言葉を消去し

たところでございます。しかし、今回返礼品をふやす方向で進めてまいりますので、それ

にあわせて、他の市町村と合わせた形で、何らかの形でＰＲの強化をしていかないといけ

ないと思っておるところでございます。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。これに関しては、折り合い、例えば今言われた焼酎で

載せていいかどうかというのは、確かに聞いてからというのもあると思います。ただ、今

回、ふるさと納税をする、拡充するということは大変いいことだと思いますが、それ以外

にも、要は、高鍋町を知ってもらう、これは前回もお話しましたけど、知ってもらうとい

うことで、高鍋町を認知してもらう、そうなるとどういうことが起こるか。これちょっと

聞いた話でちょっときちんと確認はとってないんですが、Ｉターン、Ｕターンとか、そう

いうのが発生しているということも伺っております。高鍋町にふるさと納税で知ってもら

って、それで高鍋町に来てもらう、帰ってきてもらうというようなことを、その波及効果、
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先ほど町長のほうも波及効果というのを言われていました。多分そのことだと思います。

それに関しては、それも頭に、きちんと念頭に入れていただいて、高鍋のよさというのも

今後発信していってもらえたらと思います。 

 次に、次の質問に進めさせていただきます。よろしいですか。いいですか。（発言する

者あり）部活動の定義ということで、先ほどお伺いいたしました。技能、体力、他者への

思いやりということで伺っております。私も確かにそうだと思っております。これで先ほ

ど、ちょっと私がわからなかったので、もう一度お答えしていただきたいんですが、部活

動というのは、教育課程の活動ということでよろしいんですか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。教育課程外の活動ということになりますが、学習指導

要領の総則のところに載ったということは、教育課程外ではあるものの教育的効果が非常

に大きいということで、先ほど申しました、今使用されている学習指導要領に初めて載り

ました。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。それでは、ちょっと、私は定義というか、そこでまず

顧問の立ち位置というのを少し聞いていきたいと思います。先ほど言われた教育課程外の

活動といってもそういうふうに載ってるということでお話を受けましたけども、これは、

顧問にとっては、ちょっと大変だなと、ただでさえ学校の教える時間も加えて部活動もし

ないといけないという顧問の先生もいらっしゃって、大変な活動をされてるのかなと思い

ますけども、これについて、ちょっと失礼な話かもしれませんが、これは、手当とかはつ

いてるんですか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  手当は、土日、それから祝祭日、３時間以上部活動したときに

３,０００円の手当がつくほかはありません。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。３時間以上というのは、平日でも３時間以上になる可

能性があるということですけども、要は、土日、忙しい中やっていただいているというこ

とで、大変恐縮なお話にはなるかなと思うんですけども、部活動の現状について、

１６９回の通常国会の参議員文教科学委員会のほうで、簡単にはしょって言いますが、顧

問になると、教師の忙しさにさらに拍車がかかるということが紹介されているということ

なんで、忙しいんだろうなということだとは思いますけど、高鍋町では実際、やっぱり忙

しいということですか。それとも、どうなんでしょう。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  先だって教職員の多忙感に対するアンケート調査がありました
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が、全国的に部活動が多忙感の、中学校の教員の場合ですが、多忙感の中心になっている

ということがありますし、これは高鍋町のほうでも、夏は６時半、夕暮れが早い冬場は

５時半までですが、５時半まで部活動したにしても、約１時間ほどの勤務超過になります

ので、多忙感は感じていると思います。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。確かに多忙感はあると。これは当然だと思っておりま

す。ということは、負担割合は大きいというお話になると思うんですけども、それでも部

活動の意義やその役割を考えた場合に、限られた時間であっても指導の充実を求められる

と思います。これはだから、顧問が忙しい、忙しくないというのは、ちょっととりあえず

置いといていただいて、それに実際に教えるということができているのかどうかというの

を伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。高鍋の東西中学校の場合を考えますと、専門的な指導

ができる職員もおれば、できない職員もおりますが、その考え方によっては、指導ができ

ない職員につきましては、子どもたちの社会性とか、人間性を高めることを目標にやって

いる職員もおりますし、そういった職員は、中体連が年に何回か研修を行うんですが、指

導力向上の研修、そういったところに出かけている先生方もおります。専門的な指導と、

どれをとって専門的指導というかによってまた違うと思いますが、いわゆる勝利、勝つこ

とを目的にした専門的な指導を考えた場合には、物足りないなと思われる先生方もおるか

もしれませんけども、先ほど言いましたように、社会性、人間性を高めるための指導につ

いては、私は全部の顧問の先生が頑張ってくれていると思っております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。私もそういうふうにあってほしいと思っております。

やりたくてもできないような状況というのは当然顧問の先生が、専門であったり、なかっ

たりというのも確かにあると思いますけども、例えば、今おっしゃったということ、お話

でいくと、例えば、忙しいというのであれば、先生が、全く教える気がないよというんだ

ったら話は論外だと思います。でもそういう先生はいらっしゃらないと思います、当然に。

ということは、教えたくても教えられない。子どもたちも向上心があるというときに、外

部指導者という考えがあると思うんです。それについてはどう思われるでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。外部指導者につきましては、技術的な指導について、

学校のいろんな方針があります。ルールがあります。それに基づいて、技術的指導だけで

はなくて、人間性の向上を目指す指導ができる方がいらっしゃるということであれば、学

校の申し出によって、中体連の許可を得て外部コーチを導入するという制度があります。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。ということは、外部コーチ、指導者、コーチは招聘で
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きる、もちろん学校の考えというのを第一に、それを理解していただける方じゃないと私

もだめだと思います。では、そこで、仮の話ということでお話していきますが、そういう

ふうに忙しい、親御さん、子どもたちも能力、体力向上、勝ちたいがためというのもある

かもしれませんけども、うまくなりたいということで頑張っていく、でも、教える状況に

ない顧問がいらっしゃる、ただ、それに関して外部コーチを要請してくださいといったと

きに、顧問の方が、それはだめだよと言われる可能性もあると思うんです。そうしたとき

は、学校長、もしくは教育長がどのようにお考えになるでしょうか。これは顧問の先生の

考え方次第なのかなというところがありますので、ただ、そこに折り合いがついてないと

いうことになりますと、非常に子どもたちの要は向上心を阻害する結果になってしまうと

思います。それについては、どのように思われますか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。今のような状況ができた場合には、私は、その顧問が

納得しないと、やはり難しい問題が出てくるなと思いますし、東西両中学校の場合は、顧

問、副顧問、全員顧問制という形をとっております。だから、十分顧問の先生と話をして、

顧問が納得をして、しかも、先ほど言いましたように、技術的指導、人間的指導がきちん

とできる部外者コーチというようなことを準備して説得をするかなと、私でしたらですが、

と考えております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。その説得というのは、顧問の先生を説得するというこ

とでよろしいんですか。ということは、顧問の考えというのは、十人十色、要は人それぞ

れです。ですので、どういった考えかというのは、その事例によって変わってくると思い

ます。ただ、一つお願いしたいのは、どうしても理由が正当な理由もあれば、そうでない

のもあると思います。それは本当に聞いてみないとわからないと思うんです。それでもや

っぱり子供たちの向上心を阻害することがあってはならない、私は強く思っております。 

 こういうことを言うとちょっときついのかなというふうに思いますけども、どうしても

やっぱりうまくなりたいという子供たちがその部活に入ってるんです。もし、じゃあほか

の学校外のに入れよっていうふうに言われるかもしれませんけども、中には、でもそうい

うことではなく、部活動の中でうまくなって、それが高鍋高校とか、他の高校でもいいん

ですけども、そこで野球、今のは済いません、私が野球やってるということで野球と言い

ましたけど、バスケットでも何でもいいです。それに対して、もっとうまくなって成功し

てほしい。別にプロスポーツの選手になってほしいということではないんです。ただ、そ

れに関してきちんとやることによって子どもたちの向上心をずっと育てていってもらいた

い。そのためにはどうしても顧問の先生が忙しいっていう、それはしょうがないと思いま

す。忙しいのはしょうがないと思いますけども、阻害はしてはならないと、強く思ってお

ります。そういうことで、そこを顧問の先生の考え方を、親御さん同士、子供さん同士で

まず話し合ってっていいますけども、できたら学校長、教育長もそうですけども、ちょっ
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とリーダーシップをとっていただいて、どうしてだめなのかっていうのをよく聞いていた

だく、その上で、先ほど言われた保護者とかがそういうふうに望んでいる、子どもたちも

望んでいるっていうんだったら、まずあなたたちも外部コーチという、きちんと学校に合

ったコーチをそろえなさいというふうにしていただいて、それで、双方折り合いがつくよ

うな形をとっていただきたいと思います。これはあくまでもそういう事例があった場合と

いうことでお話させていただいておりますけども、それについてはどう思われるでしょう

か。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。今のような状況が出てきた場合、私が学校管理職だっ

た場合はということで考えたんですが、まずその先生の多忙感を外すということです。そ

れから、その先生の指導力をつけるということ、いろんな研修に行ってもらったりして、

それでどうしてもというような状況が起きた場合には、先ほど言いましたように、じゃあ

子どもたちもこういう要求があるので、別な手を考えてみてはどうかというような相談を

して、本人が納得をした上で部外者コーチを入れるというようなことで動いていくだろう

なと私は考えておりますが、今言われたように、技術的な向上につきましては、顧問の先

生方も技量がない先生も何とか勝たせたいということで、いろんな場に研修に行かれてい

るのを私知っておりますので、いろんな部活動。だからそういった先生たちの意欲もそぐ

ことはできないなと考えておりますが、いろんな面で学校長あたりと相談をして、いい状

況になるように動いてみたいなと思います。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。そうですね。私が言ってるのはあくまでも一生懸命頑

張ってる顧問、要するに専門にやっていないことに対して指導できないんじゃないかとい

うことではなくて、全くその場にいないとか、忙しくてできないっていう状況の仮定で言

っております。顧問にしては、初めて例えばバレーボールを始めますよって、顧問やって

くれと、バレー全然知りませんよ、でもその人はルールをきちんと覚えて、やる気のある

人はルールをきちんと覚えて、やる気を見せて、子どもたちを引っ張っていくというのは

当然あって、それに対して、どうしてももっとうまくなりたいというのであれば、きちん

と顧問が相談、顧問が納得した上で、外部コーチを受け入れても、一つの手段だと思いま

す。 

 ただ、私が今回言ってるのは、全く見れない状況という極端な例で今ちょっとお話させ

ていただいております。要は、それについては、極端に例えば、忙しくて最後の最後だけ

練習が終わるときにだけ顔出すよというような先生もいらっしゃると思います。ただ、そ

れで、じゃあ、いいのかって言ったら私はちょっと疑問があるんです。それだったら、何

かしら、今副顧問もいらっしゃるということでしたので、副顧問がきちんとサポートに回

っている状況であるのか、もしそうでないなら、きちんとそこら辺まで加味していただか

ないと、結果的には、子供がちょっと、仕事で忙しいというのはわかるんですけど、子供
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もそれは、仕事のせいにされて、子どもの能力向上というのが阻害されるのは、もっとち

ょっと悲しいことなのかなと思いますので、そこら辺はどうお考えでしょう。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。部活動は、顧問の積極的な取り組みに支えられている

部分が非常に大きいと考えております。各部活動の運営・指導が顧問教員１人に任せきり

にならないように、学校長のリーダーシップのもと、先ほど言いましたように、教員の負

担軽減にも配慮しながら、学校組織全体で部活動を支えていく体制づくりが必要だと考え

ております。顧問が抱える問題としては、学校業務と部活動の両立が大変であること、時

間的余裕がなく、負担が大きいことなどが挙げられますが、部活動の顧問は全員が担当す

る競技等の技術に優れ、専門的知識を習得しているわけではないと考えますので、今議員

が言われたように顧問の技術力、指導力の向上も大きな課題です。その点につきましては、

先ほども言いましたけども、部活動というのは、学校長のリーダーシップが非常に大切に

なってくると思いますので、学校の管理下において計画実施される活動ですので、委員会

側のサポートとしては、部活動の計画運営に対する指導することはありませんが、学校長

からの相談に応じ、問題があれば臨機応変に随時対応していきたいと。子どもたちが十分

部活動は楽しいなと、鍛えられるなというような思いが持てるような経営ができるように

サポートしていきたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  １７番。ぜひ、そのようにしていただきたいと思います。実際

に、聞いた話とかもいろいろあります。ちょっと一つだけ、これは答えても答えてもらわ

なくてもいいんですけど、この間、学校の職員さんとかじゃなくて、全く関係ない方です。

例えば顧問は忙しいんだよということで、平日見れば土日見らんでいいとか、土日試合に

出さすっから平日見らんでいいっちゃないかっていうような、両極端な考えを言われる方

がいらっしゃったんですよ。私はちょっとその考えはどうなのかなっていう、きちんと先

ほど、一番最初に言われたとおり、手当とか、これは微々たるもんだと思います。ほんと

だったら家庭サービスとかを大事にしてもらいたいなと、子供を育てる側の教師とはいえ、

大変だろうなとは思いますけども、今、済いませんちょっとまた戻りますけど、そういう

ふうな考えはないですね。要は、平日だけ見れば土日はせんでいいとか、土日試合行かせ

るから平日は部活を見らんでいいとかっていう考えはないということでよろしいでしょう

か。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。高鍋町の両中学校で部活動の顧問をしてくださってい

る先生には、そういった先生はいないと、私は信じております。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  済いません。大変失礼なことをお聞きしました。これは、つい

この間、調べているときに、そういう意見もあったものですから、その人の意見であって、
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学校の意見ではないので、でもちょっと気になったもんですから、そういうことを質問さ

せていただきました。大変ちょっと失礼な質問でした。 

 それでは、あともう一つだけ質問して終わりたいと思います。忙しいということで、一

生懸命やっていらっしゃる中で忙しくて、それでいて見れないという状況があると思いま

すけども、もしそのときに、けがをしたということはあると思います。顧問の先生がいら

っしゃらないとき。それは、どういうふうに位置づけますか、誰が悪いんですか。誰が悪

いというわけじゃないんですよ。誰の責任になる。悪いとは、今外します。誰の責任にな

るんでしょうか。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  最終的には学校長の責任になると思います。 

○議長（永友 良和）  １７番、緒方直樹議員。 

○１７番（緒方 直樹君）  これも、この間の打ち合わせしているときに、打ち合わせとい

うのはほかの方と打ち合わせしているときにそういう話もちょっと出たものですから、学

校長の責任、子供たちが一生懸命やる余りのけがと、悪ふざけしてるけがは言語道断です

けども、一生懸命やってる中のけがというのは、学校長の責任だということがわかればそ

れでよろしいかと思います。 

 要は、最終、最後的には、ほんとに今教育長がおっしゃったとおり、臨機応変に対応し

ていただくということで、頑張っていただければ、子供たちも一生懸命さらにやっていた

だけると思います。ぜひとも子供たちのやる気とか、向上心とかそういうことが阻害にな

らないようにしていただければと思いますので、これは強くお願いして、この一般質問を

終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  これで、緒方直樹議員の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩いたしたいと思います。１１時５分より再開いたします。 

午前10時53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時05分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（永友 良和）  次に、５番、津曲牧子議員の質問を許します。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。おはようございます。通告に従いまして、２つの項目につ

いて質問いたします。 

 先月、文教福祉常任委員会の行政調査で、愛知県清須市と三重県いなべ市の２箇所の視

察を行い、先進地での研修を受けてきました。今回の一般質問では、清須市といなべ市の

行政の取り組みを本町の町政に生かすことで、文化福祉面での意識改革や、高齢者の福祉
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の向上を目指し、さらに住みよいまち高鍋町につながるまちづくりを行っていきたい、そ

のような思いを持って質問いたします。 

 今年３月に第７次高鍋町老人保健福祉計画、第６期高鍋町介護保険事業計画が策定され

ました。３年に１度の見直しがあり、介護保険法に基づく指針を踏まえ、中長期的な視野

も含めての計画で、平成２９年度までの期間に向けて、具体的な現状、今後の課題、方向

性などが示されています。超高齢化社会を迎えて、高鍋町は、平成２６年１０月時点で

６５歳以上の高齢者人口は６,１０６人、高齢化率は２８.３％です。３年後には高齢者人

口、要介護、要支援認定者ともに増加し、高齢化率３１.９％、団塊の世代が７５歳以上

となる平成３７年には、高齢化率３６.９％、３人に１人が高齢者と予想されます。また、

国が示した認知症施策推進総合戦略の概要によりますと、認知症高齢者は平成２４年で

７人に１人の割合、平成３７年には５人に１人の割合で増加の傾向にあると伝えられてい

ます。 

 認知症高齢者の増加は、私たちの日々の生活や社会の環境にも大きな影響をもたらし、

自治体はもちろんのこと、企業や会社なども認知症対策支援に取り組み、対応のサービス

などの提供があり、人ごとにすることはできない厳しい現実が目の前に迫っています。 

 それでは、最初の質問は、高齢者福祉についてです。本町の介護予防事業の現在の取り

組みの状況を伺います。その介護予防事業をサポートする人材の育成はどのように行われ

るのでしょうか。また、地域資源の把握の状況と活用方法を伺います。 

 認知症対策総合戦略での高鍋町の取り組みはどのようなものでしょうか。認知症サポー

ター、キャラバンメイトの現在の活動内容と今後の養成講座の計画を伺います。 

 認知症カフェの設置に関してのお考えを伺います。認知症地域支援推進員がどのように

町民にかかわっていくのかお伺いします。 

 次に、高鍋図書館についてです。今年度行われる開館６０周年行事について、以前にも

質問しましたが、現在の進捗状況をお聞かせください。 

 ここ数年で、管内に赤ちゃんや子供たちがのびのびと使える憩いのかわいいスペースが

でき、また、設置コーナーの展示がいつも楽しみとの評判を子育て世代のお父さん、お母

さんから聞きます。現在、子どもを対象とした取り組みと、今後の新たな計画を伺います。 

 視察した清須市の文化施設は、図書館、美術館の連携により、質の高い文化活動を推進

しているまちでした。高鍋図書館と高鍋美術館の連携はどのように図られているのでしょ

うか。視察先の図書館は、指定管理者制度導入により、さまざまな面からの効果が表れて

いましたが、現在、指定管理者制度について、どのようなお考えがあるのか伺います。 

 あとは発言者席からいたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 まず、介護予防事業についてでございますが、これまでに取り組んでまいりましためい

りんの湯での楽々体操教室、健康づくりセンターでの元気アップ教室、自治公民館単位で
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行うなじみの会、町内の事業者に委託してのはつらつ教室に加え、４月からはノルディッ

クウォーキング教室を実施しております。 

 サポートする人材の育成につきましては、介護保険制度改正に伴う新たな地域支援事業

では、地域での実情に応じ、住民主体の取り組みを含めた多様な主体による柔軟な取り組

みが求められているところであります。本町におきましても、住民主体で参加しやすく、

地域に根差した介護予防の推進が重要であると考えておりますので、まずは、主体的に取

り組んでいただける地域の有志の方を対象にした講習や情報交換等により活動を支援する

とともに、その活動を他の地域にも広げてまいりたいと考えております。 

 次に、地域の社会資源の現状と活用方法についてでございますが、これまでも通所介護

事業所や地区公民館、温泉施設を活用した介護予防事業を行ってまいりました。今後は、

それに加え、もっと高齢者が参加しやすい体制を整えるため、最も身近にある地区公民館

において、地域の皆様方のお力をお借りしながら、地域の皆様が中心となった住民主体で

の介護予防事業を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、認知症対策推進総合戦略についてでございますが、これにつきましては、継続し

てサポーター養成講座に取り組むとともに、認知症ケアパスの策定に向けて取り組みを進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、認知症サポーターの養成講座についてでございますが、これにつきましては、認

知症の方が住みなれた地域で安心して生活することができるよう認知症サポーターをふや

すための養成講座をそれぞれの自治公民館等において積極的に実施してまいりたいと考え

ております。 

 次に、認知症カフェについてでございますが、認知症介護者の集いの皆様からの設置要

望等もございますので、今後既にカフェを運営されている事例等を調査、研究してまいり

たいと考えております。 

 次に、認知症地域支援推進員の活動についてでございますが、これにつきましては、認

知症に関する相談支援、認知症ケアパスの検討、医療機関、介護サービス事業者及び地域

のネットワークづくりに取り組むこととしております。 

 次に、図書館における指定管理者制度の導入についてでございますが、現段階で実施の

予定はございません。これにつきましては、民間ノウハウの活用ができるなど、メリット

がある一方、指定期間が短期間であるため、長期的視野に立った運営が困難であるなどの

デメリットも指摘されており、導入については慎重に検討が必要ではないかと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。開館６０周年行事につきましては、３月１８日が町立

高鍋図書館の開館日ですので、２６年度に実施したものと、今年度開催を計画しているも

のがあります。今年度の計画といたしましては、講演会と企画展示を柱に現在準備を進め
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ており、年内の開催を予定しております。 

 次に、子供を対象にした現在の取り組みといたしましては、ボランティアグループ「お

はなしふうせん」の皆さんの御協力により、毎週土曜日に絵本の読み聞かせを実施してい

ます。また昨年度から、健康づくりセンターで行われる６カ月、７カ月児健康相談の際に

絵本の読み聞かせと、図書館御利用の案内を実施しています。小学生が遠足時に来館する

際に、古文書を見学できる場を設け、修復やデータ化作業について学ぶ機会を提供したり、

中学生の職場体験学習の受け入れを通して図書館業務の理解と利用の促進を図っています。 

 また、学校地域支援本部事業で社会教育課に配属されている地域コーディネーター及び

学校図書司書と連携し、各学校への団体貸し出しを行うことにより、読書活動の推進を支

援しています。 

 今後の新たな取り組みといたしましては、夏休み期間中に県や企業が実施している出前

講座を招致して、小学生が参加できるイベントを企画し、利用者の拡大を図りたいと考え

ております。 

 次に、高鍋美術館で開催される企画展の期間にあわせ、図書館においても所蔵本の特設

コーナーを設置し、企画展の広報を行うとともに、前売りチケットの販売を行うなどの連

携を図っております。また、例年読書祭りと読書感想画展を美術館で開催しております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。今、町長のほうから、介護予防事業についてのいろいろな

現在の取り組みをお聞かせいただきました。私もときどきおじゃまして、高齢者の方の様

子などを伺っております。ここ２年間で、介護予防事業の教室の参加人数の推移をお伺い

いたします。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。ここ２年間の介護予防事業の参加人数と

のことですが、お答えいたします。 

 一次予防事業としての元気アップ教室、楽々体操、なじみの会が一次予防として展開さ

れておりますが、それぞれの会につきまして、元気アップ教室が２５年度１４３名、

２６年度２６６名、楽々体操が２５年度４５２名、２６年度が４３５名、なじみの会が

２５年度６２８名、２６年度６３６名でございます。 

 二次予防といたしまして、はつらつ教室のほうを開催させていただいておりますが、参

加人数といたしまして、２５年度２,０００名、２６年度２,２１０名でございます。今お

答えした数字につきましては、延べの参加人数となっております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。今、答弁をいただきまして、数字の上から見ますと、

２５年度に比べまた２６年度は参加人数がふえていると、そういう感じを受けました。ふ
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えています。この参加された高齢者の方からのいろいろな要望ですとか、そういうニーズ

調査っていうのは、行われているのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。要望ニーズの調査でございますが、元気

アップ教室については、事業終了後に、なじみの会、はつらつ教室については、毎月評価

を行い、事業の効果及び参加者の要望等の把握を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。私の周りに、介護予防事業に参加してとても楽しいってい

う方の御意見も聞いています。また、介護保険を利用していない、要介護認定を受けてい

らっしゃらない、元気な高齢者の方も多くいらっしゃることは事実です。こういう自立が

できる元気な高齢者の方を今後１人でもふやしていくための介護予防事業だと思っており

ます。元気な高齢者に対しての介護予防事業の取り組みは、現在どのようなものがあるの

でしょうか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。元気な高齢者に対する介護予防事業の取

り組みでございますが、楽々体操、元気アップ教室、なじみの会、ノルディックウォーキ

ング等を開催しております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。高齢者としての定義は、６５歳以上ですが、現在の６５歳

は昔とは比べ物にならないくらいお元気な方が多くいらっしゃいます。先月視察したいな

べ市では、元気な高齢者に依頼し、介護予防事業の普及啓発のサポートをお願いすること

で、高齢者の地域社会での活躍や参加すること、そのことが長期的ないなべ市全体の介護

予防につながっているという事例をたくさん示していただきました。今、高鍋町に目を向

けてみますと、そういった介護予防事業に参加されてる方は、女性がとても多いと思って

います。男性の方は、女性に比べてちょっと人数が少ないんですが、男性に参加してもら

うための方法はありますか。また、男性だけを対象とした教室のことを以前にお聞きした

ことがあるのですが、今現在そういう男性を対象にした教室は開催されているのでしょう

か。伺います。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。男性だけを対象といたしました介護予防

教室については現在のところ行っておりませんが、ノルディックウォーキング等、男性で

も参加しやすい教室のほうがございますので、積極的な御利用をいただきたいと思ってお

ります。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  介護予防事業で女性が多いということなんですが、男性の方は男
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性の方でまた別の団体ですとかサークルのほうに参加されているんだと思います。２７年

度から一次予防事業として推進されているノルディックウォーキング教室に何回か出向い

て、私も体験させていただきましたが、その場では元気な高齢者の方が率先して初心者の

方とか、そのリードをされていました。筋力アップにもつながり、転倒予防にもなり、ま

た災害時の避難ツールとしても、このノルディックウォーキングは期待ができ、参加者が

ふえる傾向にあると聞いています。今月から高鍋町町営球場の駐車場のほうで５番目の教

室として、ノルディックウォーキング教室が開催されることになりました。あいにく１回

目は雨で開催できなかったと思うんですが、これから高鍋町でますますこういう事業が広

がり、そして介護予防につなげることができることを期待しています。 

 介護保険法の制度改正により、介護保険サービス等、各自治体でサービスの内容、質、

量は検討されています。平成２９年４月までの移行期間までに準備が進められ、住みなれ

た地域での居心地のよい生活が図られることを期待いたします。 

 介護予防事業で、視察に行きました先進地のいなべ市では、予防モデル事業として、介

護予防事業の推進をするために、健康運動指導士の研修を受け、元気リーダーの称号を付

与された活動的な元気な高齢者の方が身近な住民の活動として、介護予防教室に参加し、

健康増進活動の担い手となられていることをお聞きしました。高鍋町でも元気で運動大好

きで、趣味も多い高齢者の方は多く見かけます。そのような方を発掘し、社会参加の場を

提供することで、生きがいづくりや地域のネットワークづくりを広げ、介護予防事業の担

い手となる人材を育成していただきたいと思うんですが、今、行政のほうではそういう育

成に関しては、何か計画はありますか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。私も議員と一緒にいなべ市のほうの行政

調査のほうに参加させていただき、いなべ市の取り組みは大変参考になったところでござ

います。本町といたしましては、いなべ市の例も参考にしながら、高鍋町の実情に合った

取り組みのほうを進めてまいりたいと思いますが、まず、地域の方々で地域のほうで活躍

されているお人たちを後押ししながら、それを横のほうに広げるような活動を推進して、

地域の活動を支援していきたいというような方向で考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。先ほどの町長の答弁にもほんとにありましたように、住民

主体による柔軟な主体的な取り組みを推進してくださってると思っています。それを続け

ることが、ほんとに高鍋町が元気な町になる一歩だと思っております。 

 それから、皆さんの高齢者の声を聞くことが多くなりまして、以前から、その家族の方

に要望をお聞きしてるんですが、その一つに、高鍋町には今ない小規模多機能型の施設を

ぜひ高鍋町にほしいっていうことを聞いています。以前から、いろんな場でその小規模多

機能型の施設のことはお聞きしてますので、当然行政にもその要望は届いていると思いま

すが、現在の方向性についてお尋ねします。 
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○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。小規模多機能型居宅介護事業所につきま

しては、第６期高鍋町介護保険事業計画の中に１箇所の開設を計画しておりますので、本

年度中に事業者の選定を行う予定でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。その選定に関しましては、今、現段階では、まだ具体的に

は決まってない、候補は上がってないということでしょうか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  現段階では上がっておりません。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。高齢者の家族の方がとても期待されています。またその進

捗状況もお聞かせいただきたいと思っております。 

 国は、ことしに入り、認知症に関する国家戦略の新オレンジプランを決めました。待っ

たなしの問題を多く抱えて、認知症になっても住みなれた地域で自分らしく暮らしたい、

それまでと変わらずにいたいと思うのは当然のことであり、意思を尊重していくものです

が、現実は厳しく、本人はもちろん、介護する家族の負担は計り知れないものがあります。

認知症の方の生活の中で、食事、見守り、移動手段の３つの確保は大事だと言われていま

す。どれが欠けても生きていくことが困難になります。その一つの見守りですが、高齢者

福祉施策の推進事業に認知症高齢者見守り事業とありますが、それはどのような内容なの

でしょうか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。認知症高齢者の見守り事業についてでご

ざいますが、普段から認知症の高齢者の方と面接をする機会の多いライフライン事業者様、

郵便局の方であるとか、宅配の業者さんであるとか、タクシー業者さんであるとか、そう

いった方たちに協力をお願いいたしまして、高齢者の方の異変等に気づかれた場合につい

ては、こちらのほうに情報提供をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。高鍋町で、過去にそのような事例がありますか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  これから構築をしていく事業でございますので、今のと

ころそういったことで対応した事例はございません。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。家庭、学校、職場、地域で認知症を理解することは、それ

ぞれの場所で見守りのネットワークを築くことになると思います。また、今後そういう事

案が起こったときにも、未然に防ぐことも可能になります。地域での見守りが大事だと聞
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きますが、まずは、私たちの地域のことを考えた場合に、地域の日頃ほんとにお忙しい中

お世話をされている民生委員の方が地区の認知症の方や家族、また介護されている方に声

をかけて、まずはお互いに顔見知りになることが大事だと思いますが、そういった要請や

お願いなど、民生委員の方には周知はされているのでしょうか。伺います。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。民生委員さんの方々には日ごろから地域

住民の生活状態の適切な把握をお願いしておりますが、その中でも特に独居高齢者や高齢

者のみの世帯等の見守りをお願いしているところでございます。認知高齢者の見守りにつ

きましては、徘徊の恐れがある場合など、特別な支援を要する場合には、民生委員さんと

連携をしながら、日ごろの見守り、声かけ等を行っているところでございます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  先日の宮日新聞に、地域警察官や交通機動隊員を対象にした認知

症サポーター養成講座が開催された記事を目にしました。今後、専門知識を持った認知症

サポーターがふえてくることはとても心強いことです。認知症の正しい知識を持ち、理解

者となる認知症サポーターは、実際に認知症の方にどのようにかかわっているのかお伺い

します。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。認知症サポーターの方々についてでござ

いますが、サポーターの方が直接御支援をする機会等については余りないとは考えており

ますが、認知症を正しく御理解いただくことで、認知症の方々が困られたときとか、そう

いう場面に遭遇されたときに、適切に対応をしていただけるものと考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今後、認知症サポーターの方たちは、ますますふえていただける

と思いますし、また、その仕事の内容、住民の方にかかわる度合いもふえてくると思いま

す。そういう高鍋町で認知症の方を暖かく見守る、これが今後とても大事になってくると

思います。 

 平成２４年７月に発足した高鍋町認知症介護者の集いの例会が、月に１度、社会福祉協

議会の会議室で行われています。この介護者の集いは、お知らせたかなべなど、広報で参

加者を募って、家族の方たちの日頃の認知症の方のお世話のことに関して気軽に話しまし

ょう、そしてお互いのさまざまな情報交換をしましょうと呼びかけていますが、参加者が

思うようにふえていません。それが現実です。行政のほうとしては、ふえない理由をどの

ように考えておられるのか、伺います。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。介護者の集いに参加される方は、実際に

認知症の方を介護される中で、いろいろな悩みを抱えておられる方が多くいらっしゃいま

す。その悩みがある一程度解消されたりすると、参加をされなくなる傾向にあるというふ
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うに聞いております。今後も活動の広報に尽くしながら、参加しやすい環境の整備につい

て、認知症介護者の集いの皆様とお話し合いをしながら検討していきたいと考えておりま

す。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  最近、新聞、テレビ等で認知症カフェのいろんな事例を多く見か

けることがあります。今、認知症介護者の集いも、社会福祉協議会の一室をお借りしてし

ている形ですが、これが認知症カフェのような、いつでも、３６５日とは言いませんが、

いつでもお話に行ったり、また、悩み事を相談できるような、そういう場所が集える場所

があると、ほんとにいいと思います。先ほどの町長の答弁にもほんとにありましたので、

また今後の進捗をしっかりと注視していきたいと思っています。 

 そのことなんですが、認知症カフェが今実際に設置されている、そういう先進地ってい

うのは今どこかお考えがありますか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  近くでございますが、日向市等の先行事例等を認知症介

護者の集いの皆様とともに、視察の予定をしております。そういった先進事例を調査しな

がら、集いの皆様と検討させていただいて、運営方法等協議をしていきたいと思っており

ます。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。それは、来月の認知症介護者の集いの例会の中でというこ

とですね。 

○議長（永友 良和）  健康福祉課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。現在のところまだ具体的日程等までは決

まっておりません。 

○議長（永友 良和）  失礼しました。健康福祉課長と言いました。健康保険課長でした。

済いません。 

 ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。わかりました。高鍋町認知症介護者の集いの方たちの例会

の中で、済いません。来月、そういう認知症カフェに関しての先進地の視察が、予定が入

ってるとお聞きしましたので、そのことだとちょっと勘違いいたしましたが、ぜひ、来月

予定されているようですので、一緒に同行していただいて、もちろん先進地の視察はもち

ろんなんですが、そのときにまた介護者の皆さんと御忌憚のない意見交換をできたらと思

いまして、そういう要望をしておきます。 

 それでは、最後になりましたが、認知症地域支援推進員は、認知症の方やまた家族の方

とどのような形でかかわることができるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。認知症地域支援推進員は、認知症の方の
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状態把握や家族の方の相談支援等を行い、医療機関や必要なサービスを受けるための支援

活動を行います。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。高齢者福祉の充実や認知症対策は、住みなれた我が町で住

みよい環境で住み続けるために、子供から大人までが日頃の高齢者に対する意識や、また

認知症に関する知識と理解を持って、不断の見守りが当たり前にでき、そしてその方たち

に対する大切さを理解し、優しい心を持って接して、対応のできる高鍋町を目指すことが

大事だと思っております。 

 次に、高鍋図書館についてお聞きします。高鍋図書館は、今年度６０周年を迎えるわけ

ですが、１０年前、５０周年の行事では、記念誌の発行も行っていたようですが、６０周

年の行事の中でも発行するのでしょうか、伺います。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。１０年前の５０周年のときには、記念誌

を発行しております。それ以降の１０年につきましては、図書館要覧等で把握ができます

ので、６０周年に関しましては、現在発行の計画はしておりません。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。６０周年行事に関しては、先ほど教育長の答弁でわかりま

した。高鍋図書館は、先人の方の設立から６０年という長い歴史のある図書館です。この

歴史のある高鍋図書館の周年行事として、利用者だけではなく、町民の方がどういう

６０周年の行事をされてるのかなっていうような、ほんとに期待もあると思います。その

町民の期待に応えられるような内容になるのでしょうか、お伺いします。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。現在計画しております行事のほかに、明

倫堂文庫古文書等のものも取り入れる予定にしております。町民の皆さんの期待に応えら

れるような行事にしたいと努力してまいります。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。先月、行政調査で訪問したもう１箇所の愛知県清須市では、

子どもを対象にした取り組みの中に、ぬいぐるみお泊まり会の企画の紹介がありました。

私は実際、この企画内容は知りませんでしたが、この取り組みがどのような意義で企画さ

れるのかを認識されていれば、お聞きします。また、ぬいぐるみお泊まり会は、お母さん

と子どもが本に親しむ機会をふやすためのとてもいい企画だと研修の中で伺っております。

高鍋町図書館でも取り組むことができないか、伺います。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。ぬいぐるみのお泊まり会につきましての、

その意義についてですが、この活動はアメリカのほうで始まった活動です。子供たちが大

事にしている大切なぬいぐるみを一時図書館のほうでお預かりをしまして、そのぬいぐる
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みに職員が読み聞かせをする、あるいはバックヤードの見学をさせる、図書の書架の本を

探させる、そういう場面を写真に撮って、翌日子供たちに来館してもらって、その風景等

をレポートするというようなものです。そういうことによって、子供たちに図書館とか本

に興味を持ってもらうことを目的にしております。高鍋図書館のほうで開催できるかとい

うことですけれども、県内では、えびの市図書館、西都市、佐土原、※美郷町北郷図書館

で取り組んでおりますが、高鍋図書館につきましては、経費もさほど要しはしませんが、

取り組みの効果等をシミュレーションしまして、検討していきたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  視察した清須市で、私がぬいぐるみお泊まり会ともう一つ高鍋町

でもぜひ取り入れることができないかと思った企画があるんですが、それは清須市の中学

校で、ビブリオバトルという企画が開催されていました。その企画を図書館が、指定管理

者制度にはなっていますが、図書館が行っていましたが、そういった高鍋町で学校と連携

した取り組みはできないでしょうか。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。今言われたビブリオバトルといいますの

は、先日の行政視察の調査報告の中で、図書館が学校側に出向いて行う活動の一つのこと

ですね。ビブリオバトルにつきましては、基本的には学校の授業の中で行ってもらうのが

一番効果的だと思っております。独自に実施したほうが、その方法がわからないとか、ジ

ャッジの仕方がわからないということになりますと、図書館のほうから出向いて指導する

という方が効率的だと考えております。ビブリオバトル自体が、実際には読みたい本の優

劣をつけるゲーム方式でやりますので、中学校、小学校で行うのであれば、ジャッジをす

る前の紹介程度のいわゆるビブリオトークぐらいにとどめておくほうがいいかと思います。

高鍋図書館のほうにおきましても、ネット社会の中でビブリオトークを行うことが、イベ

ントとして行う分にはいいと思いますが、利用促進につながるかというと、少し疑問があ

るところもありますので、図書館内での本の案内コーナーぐらいにとどめておく方がいい

かなと思っております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。ビブリオバトルには、公式のルールがあり、簡単に言いま

すと、５人一組でまずお気に入りの本を持って集まり、順番に１人５分程度で本の紹介を

し、どの本を一番読みたくなったかで投票を行い、一番人気を決めるという手順のようで

す。この企画をすることによって、本に親しむことはもちろん、また身近な友人がどんな

本を読んでいるのか、そしてまた決められた時間の中で自分の言葉で自分が一番好きな本

の書評をするなど、さまざまな効果が期待できると思いますが、教育長のお考えをお伺い

します。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。最近の学校の子供たちの様子を見てみますと、活字離

※後段に訂正あり 
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れといいますか、読書がなかなか進まないという状況がありまして、いろんな方策を各学

校とも考えております。朝の朝自習の時間に朝の読書を入れたり、国語の時間あたりを使

ったり、中学生では、小学校のほうに読み聞かせに行ったりということで、それとか家の

ほうでうち読といいますか、そういう習慣を設けてやっているところもあります。この読

書が子供たちの学習に大きな影響があるというのはわかっておりますので、いろんな形で

子どもたちが活字離れしない、読書に親しむようなイベントを組んでいきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  今、教育長の答弁にありましたように、もしそれが開催されると

きには、ぜひ私も見学に行かせていただきたいと思っております。 

 次に、以前にもほかの議員から質問がありましたが、現在、高鍋図書館でのブックス

タート事業について、どのようになっているのか伺います。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。ブックスタート事業につきましては、読

み聞かせのボランティアグループ「おはなしふうせん」の皆さんの御協力を得まして、昨

年１１月からその取り組みを再開いたしました。現在は、健康づくりセンターで６カ月か

ら７カ月児の健康相談の際に読み聞かせを行っております。今年度に入りましては、読み

聞かせの大切さを記載しましたチラシ、あるいは図書館の利用案内等を配付しております。

今後も、「おはなしふうせん」の皆さんと協力しながら進めてまいりたいと思います。 

 本の配布につきましては、現在のところ実施しておりませんで、図書館の絵本の利用促

進のほうを中心に、赤ちゃんと絵本のつながりをお手伝いしたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  ５番。ブックスタートという言葉を聞くのは、ここ最近なのです

が、そのブックスタートの定義というものはどのようなものなのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。ブックスタートといいますのは、

１９９０年代の前半にイギリスのバーミンガムだったと記憶しておりますが、で始まった

活動の一つです。絵本を介して赤ちゃんとお母さんに触れ合う時間を持ってもらう、その

お手伝いをするというのがこのブックスタートの始まりです。現在は、最初に２０００年

に入りまして、杉並区役所のほうで始めた事業なんですが、現在は、絵本とか子育ての情

報の入ったブックスタートパックというものを配布することが一般的になっておりますけ

れども、基本的な考えといいますのは、やはり絵本を介して、赤ちゃんとお母さんに向き

合う、触れ合いの時を持っていただくというのが基本的な考え方です。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  子育て中の保護者にとって、初めて我が子が接する行事は大切な
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思い出の１ページになります。社会教育課長は、図書館長を兼務されていますが、高鍋町

の子供がにぎわう町の図書館として取り組まれているブックスタートに対する考えをお聞

かせください。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。先ほどお話しましたように、ブックス

タートといいますのは、赤ちゃんとお母さんを向き合わせるひとときをつくる運動です。

現在は、高鍋町では、絵本を配布することではなくて、読み聞かせによって、小さい子供

に喜んでもらうのもありますが、お母さんたちに読み聞かせの大切さというのを認識して

もらうために行っております。現在、高鍋図書館にあります絵本につきましても、お子さ

んに興味を持ってもらうための工夫がかなりしてあるんですが、例えば「ピーターラビッ

ト」という絵本があるんですが、１０センチぐらいの小さい本なんですが、これは、開い

たときに赤ちゃんの肩幅に合うようにつくってありますし、「はらぺこあおむし」という

横に長い本がありますが、あれはお父さん、お母さんの膝の上で読むときのためにああい

うふうに長いようにつくってあります。そういうさまざまな工夫で子供に絵本に対する興

味を持ってもらいたいと思っております。よく言われますのが、赤ちゃんの体にはミルク

が必要なように、心にはお母さんとの触れ合う時間というのがよく大切だと言われます。

高鍋図書館としましては、ブックスタートを保護者と子供の触れ合う時間をつくるお手伝

いをするものと考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  視察先の研修の中で、美術館では学芸員、図書館では司書の存在

がとても大事だっていう話をしていただきました。実際に私もそのように思っております。

今、高鍋図書館でも、司書の方がとても頑張っていらっしゃると思います。また、行政の

ほうもぜひしっかり学芸員、図書館司書が力を発揮できるようなサポート、支援をしてい

ただきたいと思っております。 

 最後になりましたが、清須市立図書館では、隣接する美術館と連携し、美術館の面積の

関係で展示ができないトリエンナーレ、公募展の作品を図書館ホールのほうで展示されて

いました。高鍋町では今後このような公募展を行い、美術館、図書館での連携が実施され

る予定はあるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。只今の質問は、トリエンナーレを行う予

定があるかということと連携についてということだと思います。現在、公募展につきまし

ては、高鍋町美術館のほうで、アンデパンダン方式で審査をせずに、出品のあった作品は

全て展示するという方式で行っております。トリエンナーレになりますと、３年に１回の

公募になりますので、それ以上の力作はそろうと思いますが、それほどの力作になります

と、公募展で一番大事なのは、誰が審査をするかということになってきます。トリエン

ナーレになりますと、県内で行われております県美展、宮日美展と同等、あるいはそれ以
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上の審査員の方にお願いすることになると思いますので、少々難しいかなと思います。現

在行っておる作品展につきましては、出品者の方から、気軽に出品できる、気軽に作品を

つくって出品できる、楽しめるというふうな意見も聞いております。審査がつくと、ちょ

っと出品を遠慮しようかなという声も聞かれておりますので、現在のところ、高鍋町美術

館では、ビエンナーレも、トリエンナーレも開催する計画は、年間計画の中には入ってお

りません。 

 それと、連携についてですけれども、随行いたしましたうちの職員から、資料を見せて

もらいましたが、夢の森広場ですか、清須市の美術館と図書館については、まず、同じ敷

地内にあること、それと、美術館の壁面が少ないこと、それから応募数が１,０００点ぐ

らいあったと思いますが、多いことです。高鍋の美術館と図書館につきましては、ある一

定の距離がありますし、現在行っておる公募展につきましては、８０点から１１０点の間

で推移してますが、その出品数につきましては、美術館のほうで展示ができると思います。

それと、図書館のほうでは、少しその展示する壁面がありませんので、そういう関係で公

募展につきましては、現在の方式でやっていこうと考えております。 

○議長（永友 良和）  ５番、津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  最後の質問になります。お隣の川南図書館が昨年度より指定管理

者制度を導入して、好評と聞いています。実際にホームページを見たり、その図書館に出

向いたりしましたが、以前とは活気が違うような気がいたします。町長の答弁の中で、現

在は考えていないということをお聞きしましたが、今後、将来的に指定管理者制度導入を

視野に入れての図書館運営は考えていらっしゃるのでしょうか、伺います。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。今、いろいろなところで指定管理者の選定をし、コーヒー

会社とか、いろいろございます。今うちの図書館を指定管理者ということになりますと、

なかなかそれだけの広さもないし、今のままで今のところやっていこうと思っております。

しかしながら、指定管理者となりますと、先ほど私が言いましたように、メリット、デメ

リットございますが、デメリットのほうが今の図書館内では多いんじゃないかと判断をし

ておりますから、そういう答えでございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  津曲牧子議員。 

○５番（津曲 牧子君）  将来的に、またどういう形になるかわかりませんが、また図書館

の質問は、今後もしていきたいと思っております。 

 きょう、ちょっと持ってきたんですが、これは、回覧ですので、最後に私のとこに戻っ

てきた回覧なんですが、教育委員会だよりのさわやかの中で、図書館での小さな出来事が

教育長の視点で書いてあります。これは、高鍋図書館ならではのよさだと実感しています。

高鍋図書館は、ほんとに先ほどから申しますが歴史を感じる建物で、四季を味わえる周り

の雰囲気がとても私は好きです。利用者の声を聞けば、さまざまな改善点があり、不便を



- 115 - 

かけているのも事実ですが、我が町の図書館として、６０年の重みを感じながら、再度、

今後も図書館については、いろいろな質問をしていきたいと考えております。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（永友 良和）  以上で、津曲牧子議員の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩いたしますが、１３番、黒木博行議員の質問からは、午後１時

５分から再開いたします。 

午後０時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時05分再開 

○議長（永友 良和）  それでは、再開いたします。 

 ここで、先ほど５番、津曲牧子議員の質問に対する答弁について、社会教育課長から訂

正の申し出がありましたので、認めます。社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。先ほどの津曲議員の質問に対しまして訂

正がございます。ぬいぐるみのお泊まり会の件で、私が、美郷町北郷図書館と言いました

のは、日南市北郷図書館の間違いでした。訂正いたします。済いませんでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（永友 良和）  それでは、一般質問を続けてまいります。 

 次に、１３番、黒木博行議員の質問を許します。 

○１３番（黒木 博行君）  １３番、黒木博行。議員になりまして約半年になりますが、こ

とし２回目の一般質問になります。まだ不慣れではございますが、本日もよろしくお願い

いたします。 

 では、只今より、通告書に従って行政に対する一般質問を行います。 

 まず、農商工連携についてお伺いいたします。町長は、約２年数箇月前に宮日新聞の取

材記事の中で、商店街活性化の取り組みの中で、口蹄疫被害があり、町民が一丸となって

再生に努力をしてきた。新規の取り組みについて、これを支えつつ、農商工連携を図りな

がら行政を進めていきたいと語られておりますが、私も選挙公約に上げておりましたので、

後に新聞記事を読んだとき、非常に共感いたしました。 

 農商工連携につきましては、農林漁業者と商工業者等が通常の取引関係を超えて協力し、

お互いの強みを生かして、売れる新商品や新サービスの開発、生産等を行って、販路も含

み需要開拓を行うことですが、これを側面より行政が協力していくということになります

が、現在までの高鍋町においての取り組みと、現在までの進捗状況をお聞かせいただきま

す。 

 次に、国が支援し、県は公益法人宮崎県産業振興機構の支援課を設置し、一例ではあり

ますが、宮崎の野菜や果物を活用した加工品、漬物、菓子等の開発、また農業用の機械の

改良、ハウス管理システムなどの改善向上で、宮崎の農林水産業と中小企業を元気にする
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目的で運営されておりますが、町行政はこれをどのようにとらえ、考えるのか。また、町

内でどのような農商工連携の事例があるのかをお聞きいたします。 

 次に、農業振興機構では、農商工連携応援ファンドの助成事業も実施しておりますが、

町行政もこのファンド事業をある程度掌握し、農商工業者に伝えることも必要かと思いま

すが、それも含め、今後の農商工連携の取り組みをお聞きいたします。 

 次に、６次産業についてでございますが、昨日、他の議員の話と重複するところもあり

ますが、再度話をさせていただきます。 

 国、県も含め、特に地方においては、６次産業に力を入れなければならないと、６次産

業というフレーズが当たり前に話に出てくるようになりました。内容を正確に熟知されて

おられる方も多いと思いますが、６次産業とは、「農業や水産業などの１次産業が食品加

工、流通販売にも業務展開をしている経営形態をあらわす」となっており、このような経

営の多角化を６次産業と呼ぶとなっております。農業水産業は、産業分類では、第１次産

業に分類され、農畜産物、水産物の生産を行うものとされています。６次産業は、農畜産

物、水産物の生産だけではなく、食品加工の第２次産業、流通、販売の第３次産業にも農

業者が主体的かつ総合的にかかわることによって、加工賃や流通マージンなどの今まで第

２次、第３次産業の事業者が得ていた付加価値を農業者自身が得ることによって農業を活

性化させようというものであります。現在は、第１次産業である農業が衰退しては国が成

り立たないため、各産業の単なる寄せ集めで６次産業を行うのではなく、有機的、総合的

結合を図るとされております。 

 県知事も農業、畜産をどうにかしなければいけないという発言をされ、６次産業に力を

入れ、含めて海外に飛んで県産品の売り込みをされておりますが、県が力を入れているか

らかどうかはわかりませんが、先ほど取り上げた農商工連携も含め、県の補助事業として

は、全国的にもファンド利用などの条件等が非常に優遇されていると聞いております。た

だし、県としての取り組みは、県全体でほかの県と比べると非常におくれております。そ

の中で、三股町においては、役場に６次産業課を設置したり、都城においても、確かに

６次産業化をやりやすい大規模農家や畜産業者も多いということもありますが、市主導に

より、非常に６次産業化が進んでいると聞いております。 

 では、高鍋行政においてはどのような取り組みをされ、また、現在までの進捗状況がど

のようになっているのか、また町内における６次産業化の事例をお聞かせいただきます。 

 きのうの答弁と重複される部分があるかもしれませんが、それでも結構です。 

 次に、観光振興策についてでございますが、観光地としてのまちづくりは、町民の方々

の協力もあって、少しずつよい方向に進み始めていると思っております。町民の方々の意

識の中に、高鍋の町をよくしていきたいとの思いがある方が多いからではないかと考えま

す。めいりんの湯周辺、湿原、四季彩のむら、舞鶴公園周辺、お堀、歴史的文化施設、灯

籠まつり、桜祭り、高鍋町城下町中心街、町家本店、蚊口地区サーフィンスポット、海水

浴場、染ケ岡地区きゃべつ畑のひまわり祭り、持田地区古墳群、高鍋大師花守山等々各地
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区の方々が全てにおいて協力する姿勢がある方が多く、頭の下がる思いであります。 

 観光については、役場、商工会議所、観光協会の連携が特に重要だと考えますが、現在

どのように観光に取り組まれているかお伺いいたします。 

 次に、高鍋大師花守山についてでありますが、口蹄疫ファンド事業にて、県より補助金

を１億円受けておりますが、町より３,３００万円、高鍋町観光協会より単独資金として

１,７００万円、その中の１,２２０万円が町民の方より寄附をいただいておると聞いてお

ります。ただし、口蹄疫ファンド事業がことしまでとなりますが、その後花守山の維持管

理費についてはどのようになるのかお伺いいたします。 

 壇上より以上の質問をさせていただき、あとの質問の６次産業についての③今後の６次

産業化の取り組み、観光振興策についての③今後の高鍋の観光地づくりに対しての取り組

み、以上は自席にて質問させていただきます。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。まず、農商工連携についてでございますが、

地域活性化におきまして、地域性のある特産品開発に取り組む農商工連携の可能性は大き

いものと考えております。これを推進するためには、それぞれの業種の展開する事業内容

や、それぞれの分野が持つ強みをお互いに理解することが大切であります。現在、農商工

連携の実現に向けて高鍋商工会議所青年部、高鍋ＳＳグループ、児湯農協青年部、高鍋町

ＳＡＰ会議が定期的に意見交換会やセミナー等を実施しているところでございますが、現

在のところ、町内における農商工連携の事例はございませんが、今後町といたしましても、

県や県産業振興機構等と連携し、農商工連携に向けた融資制度やファンド等の紹介、セミ

ナー等の開催を検討してまいりたいと考えております。また、本年度高鍋町地場産業振興

協議会が宮崎県フードビジネス人づくり推進事業に取り組んでおられますので、連携して

新商品開発や人材育成に努めてまいりたいと考えております。 

 次に６次産業化についてでございますが、これにつきましては、現在、県農業振興公社

や児湯農業改良普及センターと連携して、相談支援体制の充実を図っているところでござ

いますが、具体的な動きとしては進んでいないのが現状であります。 

 なお、産業化までは進んでおりませんが、町内における６次化の事例といたしましては、

畜産農家で生産、加工、販売を行い、直売所とレストランを経営している事業者や苺生産

農家でアイスクリームの製造、販売を行っている事業者があげられます。 

 次に観光地としてのまちづくりについてでございますが、現在、高鍋町観光協会やさい

とこゆ観光ネットワークと連携し、観光地の紹介だけではなく、人のおもてなしや体験型

観光を満喫していただく、こゆ人めぐりなどの事業に取り組んでおります。 

 花守山整備事業につきましては、本年度で終了いたしますので、今後も町民の皆様の御

協力を仰ぎながら、観光協会と連携し、環境整備に努め、本町の貴重な観光資源として育

ててまいりたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 
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○１３番（黒木 博行君）  １３番。町長の今の答弁は非常に先に期待ができると思います

が、今まで農商工の事例がないのがなぜなのか、また、農商工連携で、農業者、商業者、

工業者をどのようにつなぎ、話を進めていくのか、お伺いいたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  これにつきましては、農山漁村特有の資源を発掘・開発し、それ

を商品化して事業化を進め、付加価値のある地域ブランドとして確立することが６次産業

化であると考えておりますので…… 

○議長（永友 良和）  しばらく休憩いたします。 

午後１時20分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時21分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。町長。 

○町長（小澤 浩一君）  失礼しました。農商工連携と私がいつも申しております。しかし

それは、高鍋町の内情が、今まで商工業者、農業者というのが離れておりました。それで、

今ようやく先ほど私が最初に読み上げましたとおり、農商工の連携というのは大変必要な

ものだということで、私は、一次産業がどうして発展していくかということはやはり商店

街、第２次産業、第３次産業とつながることだということで、一応今そういった方向づけ

で、農商工連携の推進を図っております。それは、若い人が今連携してやっておりまして、

例えば、ヒマワリ畑、これに対しても全部言っておりますが、事業としては今のところあ

りません。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 

○１３番（黒木 博行君）  １３番。今、町長が申し上げられたのは、農業者、商業者、力

を合わせるというお話で進めていかれて、いろんなイベント、催事も成功していってるの

だろうというふうに評価いたしますが、そこのところは、お互いに頑張ろうということで

ありまして、農商工連携というのは具現化していかないと農商工連携ではありませんので、

その辺の認識をお持ちになって進めていただきたいというふうに思っております。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  今、議員が申されましたように、私も当初そこを考えなければい

けないということで、農業がどういうふうにして生産、それから商品化ができるかとか、

それからまた商店街が商工業者が農業と組んで、どういったものができるかということを

まず先頭に考えながら、進んできたところでございますが、今、事業化としては、まだな

っていないということは事実でございます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 

○１３番（黒木 博行君）  県の産業振興機構としっかり情報を共有し、その中でどのよう

に農商工連携を進めていくか考えて、ほかの自治体での具体例を参考にされてはいかがか
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と思いますがどう思われますか。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。綾町とか、都城とか、三股町、その辺等をまたいろいろ勉

強しながら、農商工の若者の方と一緒になって、そういう勉強していきたいと思っており

ます。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 

○１３番（黒木 博行君）  私、農商工連携は主に商業者、製造業者が先の取り組みになる

ことが多いと思っております。行政にとっては非常にやりにくいと思っております。しか

し、行政の取り組みは必要だと考えますが、先ほど言われましたように取り組みについて

は、今から考えるということで、解釈させていただき、この質問は終了します。 

 次に、６次産業の件ですが、昨日６次産業の件で、ほかの議員の方が質問されましたが、

今後どのように取り組んでいきたいという旨の話は出ず、町長は６次産業は大変難しいと

おっしゃいました。私も簡単ではないと思っております。ただ、何もせずに難しいと言わ

れるだけではなく、６次産業の推進を一度きちんと考え、側面よりどのように支えられる

のか、まず行動を起こしてから難しいと言っていただきたいと思います。 

 また、副町長がやはりきのう申し上げられたとおり、６次産業化で企業を立ち上げるの

は当然農業者であり、行政が行うわけではないのでと言われましたが、そのとおりであり

ます。ただし、行政は６次産業を支えるため、６次産業の情報の発信、または相談窓口な

どを設け、どのようにすれば６次産業化が進んでいくのかをきちんと考えていただきたい。

この案件の一般質問での答えは、このようにやっていきたいというようなプロセスをお聞

きしたいと思っております。６次産業の件で行政にのぞむことは、６次産業をやりやすい

環境をつくる、６次産業をやり始めた方たちを支えることができるような体制をつくる、

これが行政の仕事ではないかと、私は思います。６次で多くの方に成功してもらうために

は、行政の取り組み次第だと私は考えます。高鍋町として、農業・畜産においては、６次

化を真剣に考えていただきたい。ＴＰＰの問題で、今後農業・畜産においては、大変厳し

くなっているわけです。高鍋の基幹産業は農業と畜産です。危機感を持って６次化に対応

しないと、ほかの自治体におくれをとると思いますが、どう思われますか。 

 それとあと一つ、昨日の件ですが、誤解があるといけないので言っておきたいのですが、

副町長の昨日の答弁は、間違ってはいないと思っております。私の解釈ですが、副町長は、

６次化をやってくださいと、行政は動かないが、６次化をやりたいという話があれば、全

面的に協力するとの答弁だったというふうに私は解釈しておりますが、そういうことでよ

ろしいわけですね。この質問は副町長にお答えいただきたい。 

○議長（永友 良和）  副町長。 

○副町長（川野 文明君）  副町長。昨日も、この件について、今の議員の質問にあったよ

うにお答えしたとこですが、特にきのうも申しましたように、６次化については、先ほど

ありましたように、農林水産業の事業化を行って、開発、それから販売を手掛けて一貫し
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た生産、販売までやっていくということなんですが、特に昨日も出ましたけど、大規模な

農家さんがたくさんいらっしゃればまた違うんですが、特に高鍋については、大規模な畜

産農家もいらっしゃるんですが、また一部ではそういう６次化に向けた、先ほどもちょっ

と申しましたとおり、町長の答弁の中にもあったと思うんですが、手がけて、今それに沿

った形で進められている業者さんもいらっしゃいます。そのことを受けて、行政としては

当然情報の提供なりいろんな例えば資金の問題とか、そういう手助けといいますか、その

ことについては、一緒に連携して、町が率先してやっていくということは間違いないとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 

○１３番（黒木 博行君）  ちょっと、仰々しく、大げさにとらわれてるんじゃないかと思

うんですが、実は６次産業というのは６次産業法に基づいて６次産業と言っておりますが、

簡単に言うと６次化なんです。そうすると、例えば都農の苺農家があったとします。企画

外商品が出ますと。どうしてもこの商品を捨てるか配るだけではもったいないと。では、

うちのやつがジャムをつくるのは得意だから、ジャムをつくって売りたいと。都農の駅に

持っていって置いてくれといって置いて売れた。これも６次産業でございます。だから、

産業ということにとらわれて考えるのではなく、小さなところから目をつけていけば、切

り口をつけていけば、それが膨らむという認識のもとにやられないと、いつまでたっても

６次産業に対しての取り組みはできないと、そのように思っております。 

○議長（永友 良和）  副町長。 

○副町長（川野 文明君）  確かにそのとおりだと思います。町内でも、そういう、先ほど

は苺の関係でしたけど、例えばトマトを生産されて、トマトのジャムとかもありますし、

キンカンでいわゆるキンカンのジャムですか、そういうのも例としてはそういう個々の小

さな例としてはいっぱい、町内でもそういうことを手掛けてらっしゃるという、ただそれ

がその１次化でやった生産者、自分がつくったものを自分で加工して、自社で販売してい

くということじゃなくて、製品とか、そういうものの違いがありまして、一般的に言われ

る６次産業、１次産業で生産していたのを生産物をみずからが加工して、みずからが販売

するという点で、大きい意味での６次化ということで先ほど申し上げたというふうに私は、

のことで答弁をしておりまして、先ほど言いました苺でジャムをつくるとか、そういうの

ももちろんあるし、そういう例から言えば町内でもちっちゃいところから言えば、いろい

ろあるというふうに認識はしております。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 

○１３番（黒木 博行君）  ６次については、これは会社もそうなんですが、最初から大き

い会社はなかなかありませんので、やはり小さいところから進めていって、大きくすると

いう方法もありますし、その身の丈に合った会社と話をするときは、それなりの話をされ

て、説明をし、もしくは小さなところであれば、それに沿ってそれなりの話をして差し上
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げればよろしいんじゃないかと、そういうふうに思っております。 

 続けていきます。次に、今後の６次産業の取り組みについてでございますが、川南の町

長が、６次産業の推進により、雇用拡大など結果を求めていくと、最近の宮日新聞のイン

タビューに答えておりますが、どのようなプロセスで考えられているかわかりませんが、

高鍋は今後の６次産業化の取り組みを、先ほどの私の言ったことも含め、どのように考え

るのかをお聞かせください。先ほど言ったというのが、６次化で多くの方に成功してもら

うためには、行政の取り組み次第だと私は言いましたけど、それに対してということで。 

 それとまた言ったように、取り組みをどういうふうにするのか。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。６次産業化で、職場がふえるということもございますが、

今、副町長が申しましたように、農家をやられて、いろいろ大根つくったり等していらっ

しゃいますが、高鍋の農家というのは、畜産農家が１軒、それから苺農家がそういうふう

につくっていらっしゃいます。それを利用して、加工して、楽天市場に載せて、今楽天ナ

ンバーワンという人もいらっしゃいますが、小さいところでそういった漬物を漬けてです

か、そういうのがございますが、最近はそういうのが大変減ってきておりますので、何か

自分たちがつくられたものにこだわるのか、よそから持ってきてでもいいのか、楽天市場

はよそから持ってきてでもやっておりますので、それでもいいのかということを、私たち

も考えていかにゃいかんかなと思っております。しかし、６次産業化を私たちが考えてお

るのは、地元で生産した農産物というのを加工して、また２次産業、３次産業に持ってい

くのが私たちの使命かなと思っております。そういった農業者等がございましたら、私た

ちが一生懸命バックアップをしていきたいと思っておりますが、なかなかそういう申し出

も今のところございませんので、なかなか動くとこはございませんが、また、そういった

ことも宣伝しながら、進めてまいりたいと思っております。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 

○１３番（黒木 博行君）  １３番。今町長の申し上げたことは、情報の発信さえきちんと

すれば、ある程度行き渡ると思います。この前副町長がおっしゃったように、やるかやら

ないかは本人たち次第でございますので。 

 それと、６次産業の必要性を認識していただくために話をさせていただきます。

２０１３年８月に農林水産省食料産業局が、農林水産物食品の輸出戦略を策定いたしてお

るわけですが、その中で、食文化、食産業のグローバル展開とＦＢＩ戦略、これ説明する

と時間長くなりますので、メイドフロムジャパン、メイドバイジャパン、メイドインジャ

パン、フロム、バイ、インの頭文字をとって、ＦＢＩ戦略を打ち出しておりますが、世界

中の食の市場獲得のために農林水産省が大変力を入れている案件であります。輸出地域重

点品目を設定し、ここに支援を集中していくというふうになっているわけですが、

２０２０年、農林水産物輸出目標１兆円の中で、花き１５０億円、お茶１５０億円、牛肉、

青果物、林産物各２５０億円、米、米加工品６００億円、水産物３,５００億円、そして
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加工食品５,０００億円、この加工食品５,０００億円がポイントなんです。なぜ、農商工

連携も含め、６次産業に力を入れる必要があるのか、これでおわかりになると思います。

また詳しく話をすることはたくさんできますが、時間がありませんので、これにとどめま

すが、私は国の施策話をしてるわけではなく、高鍋町が真剣に６次産業を考えてはどうか

という話をしているわけです。最初は、やれるところからやればいいんじゃないですか。

真剣に考えればいろんな切り口があると思います。 

 例えば、昨日ほかの議員の方もふるさと納税の件でお話されておりましたが、ふるさと

納税のお返しに、農商工連携、または６次産業でつくった商品を使いますよと関係者に伝

えれば、取り組む方たちのやる気も大きい、ＰＲにもなります。販売企画も立てやすくな

るんじゃないですか。また、地方創生資金の中で、温泉資源活用の商品開発費１,５００万

円に絡めてみるとか、簡単ではないと思いますが、やり方によってはできるのではないか

と考えます。 

 また、若い農業後継者に先は起業家としてもやっていけると夢、希望を持ってもらうた

めにも、また、農地中間管理事業の農地の効率的な利用を進めるためにも、６次産業には

力を入れるべきだと考えます。 

 これは例なんですが、川南で６次化産業された例として、新潟県から川南に５年前に来

られ、５年前に初めて農業された方で、マンゴー農家を始められ、６次化を考えてアラブ

のドバイ、中国の上海などに富裕層向けに加工品、コンフィチュール、ジャムと同じもの

です。を輸出されている方もいると聞いております。ただし、行政主導ではなく、その方

が行政に６次化を逆に示唆しているのではという話も聞いております。また、他県の話に

なりますが、佐賀県武雄市などは、６次化商品も含め、物産品販促をするため、シンガ

ポールに事務所を設置し、他の自治体、鹿児島県薩摩川内市、福岡県大刀洗町、鞍手町、

香川県宇多津町ほかが共同参加し、６次化に力を入れていると聞いております。なお、各

市町の人口は１万５,０００から１０万人規模であります。高鍋の人口と変わらんとこも

結構やってるんです。先ほど申しましたように、国の施策の話をしているわけではなく、

６次産業に通じ、農業を考えてくださいということを言ってるんです。他の自治体では必

死に取り組んでいるところもあります。高鍋町も６次産業を考えるべきだと申し上げてる

次第であります。最後に、この案件で一番言いたいことは、６次産業を進めるためには、

大変失礼な話ですが、１担当、または課の課長に指示するだけでは難しいと考えます。町

長、町長がトップダウンでやらなければできないと思います。もう一度言います。町長、

町長がトップダウンでやらなければできません。これでこの質問を終了させていただきま

すが、農業・畜産をよくすることが、高鍋にとっては商業の活性化にもつながると思って

おりますので、いずれこの案件は再度一般質問をさせていただきます。 

 次に、観光振興策についてでございますが、観光を大事にすることは、高鍋の文化を大

事にすることにつながると考えております。先ほどのお話にもありましたが、ぜひ今以上

に観光に取り組んでいっていただきたいというふうに思っております。 
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 次に観光協会の予算が年間７９０万円、その中で、人件費が私の推測ですが、約

４５０万円、残りの３４０万円が事業費となるわけですが、観光事業費としては少ないよ

うな気がするのですが、先は蚊口でのマリンスポーツなど観光で利益を出すことは考えら

れるんですが、現在高鍋の観光で観光益を得ることは難しいと考えます。しかし、高鍋の

文化を大事にするという観点から取り組んでいくことを考慮し、行政の今後の取り組みを

どのように進めていくのかをお伺いいたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。今、観光地で収益が上がるという話でございましたが、観

光協会に出資しております、補助しておりますお金はほとんど人件費で消えてるなと思っ

ております。つきまして、町といたしましても、そのことを、先ほどの６次産業と一緒で、

やはり観光協会が、どういったものをやるかということに関しましては、補助対象として

協議して、また議会にかけて出していくということでございますが、なかなかその辺が、

行政が主導してというのがなかなか難しいところがあるのかなと思っております。しかし

ながら、観光協会、そしてＪＡ、それから会議所等々、そういうことは協議をしながら、

前向きに取り組むべき問題だと私は思っております。 

○議長（永友 良和）  １３番、黒木博行議員。 

○１３番（黒木 博行君）  何度も同じことを申し上げますが、観光を包括的に捉え、文化

を大事にすることを重点に今後も取り組んでいただきたいと考えます。 

 まだ時間がありそうなので、農商工連携、６次のちょっと話をさせていただきますと、

一つの事例でありますけど、例えば農商工連携で、例えば大手食品問屋がキャベツドレッ

シングを自分とこのプライベートブランドでつくりたいというふうに考えたと。例えば高

鍋はキャベツですから、高鍋のキャベツを使うと、これだけの高鍋のキャベツを使います

よと。最低５年間うちがそれをきちっと取引させていただきますと、値段も設定も一応交

渉した金額でずっととり続けますということになります。そうすると、その大手の食品問

屋が製造委託をします。製造して、その問屋は自分とこのＰＢブランドのドレッシングを

つくります。それを大手問屋ですから、全国に結局販売すると。これも農商工連携でやり

ますので、余談のことかもしれませんけど、頭の中に入れとっていただければというふう

に思っております。 

 以上で、私の一般質問を終了させていただきます。 

○議長（永友 良和）  これで、黒木博行議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（永友 良和）  次に、１５番、春成勇議員の質問を許します。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。通告に従いまして、一般質問させていただきます。 

 高鍋町の排水路について。 

 １、都市下水路の管理について。 



- 124 - 

 ２、一般排水路の管理及び改良について。 

 最近、地球の温暖化により、台風及び集中豪雨で、高鍋町では冠水や山の斜面の崩壊な

ど、多大な悪影響を受けております。私の１２月の一般質問において、台風や豪雨で雨量

がふえ、町内至るところで冠水するため、各水門ごとにポンプを設置したらどうかとの質

問に、各水門ごとの設置は難しいとの答弁でした。ポンプを使っての対応が一番よい方法

だと思われますが、ポンプの導入が難しいとなれば、都市下水路のしゅんせつや草刈りが

今まで以上に必要となり、管理が重要となってくると思われます。現在、高鍋町内では、

水門に近いところに素掘りの土手が見受けられますので、都市下水路及び一般排水路はそ

れぞれの管理及び改良計画を立てて整備を進めていってはどうか。 

 次に、鳥獣駆除対策について。 

 １、町内での有害鳥獣駆除はどのような方法で行っているのか。 

 ２、特に銃を使っての駆除について。資格や遵守事項にはどのようなものがあるのか。 

 ３、今後の駆除の推進策はあるのか、伺います。 

 あとは発言者席にて質問いたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 まず、都市下水路の管理についてでございますが、これにつきましては、定期的に職員

が点検し、必要のあるところは、渇水期にしゅんせつを行っているところでございます。 

 次に、一般排水路の管理等についてでございますが、これにつきましては、現在道路の

維持管理とあわせて点検等を行っております。また、未改良箇所につきましては、年次的

に整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、鳥獣駆除対策についてでございますが、鳥獣による農作物等の被害があった場合

には、高鍋町鳥獣被害駆除班が駆除を行うこととなっております。町は被害状況を確認し、

捕獲範囲を定めて、猟銃やわなでの捕獲許可を行っております。銃の使用に関する資格に

つきましては、公安委員会の許可、認定が必要となりますが、それに当たっては、遵守す

べき事項についての講習の受講義務を課するほか、厳格な調査や審査が行われるところで

ございます。今後の駆除の推進策といたしましては、被害農地における電気柵設置の推進

や、駆除班と被害農家の連携を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。町民及び各地区の公民館長より、都市下水路及び一般

排水路の管理や改良に対する意見が上がってきていると思われますが、町はどのような対

応をしているのか。また、町長の答弁で、定期的に職員が点検していると言われたが、具

体的にどのような点検をしているのか伺います。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。管理に関してですが、建設管理課につき

ましては一般排水路ということで、都市下水路に上下水道課となっておりますが、一般排



- 125 - 

水路につきましては、嘱託職員がうちは今２名来ていただいておりますが、その方が道路

パトロール、並びに当然舗装の穴とかあったら当然作業も草刈りも行いますけれども、そ

の中で、毎日日誌を書いていただいて、何か問題点があったら、町の職員のほうに伝える

ようにしております。 

○議長（永友 良和）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。都市下水路につきましては、大体月に

１度都市下水路を巡回しております。そのほか、大雨が降る予想がある場合に、毎回たま

っている合流地点とか、そういうとこの点検を重点的に行っております。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。実際の実例として、樋渡地区のモナコパレス南側の一

般排水路が約４年間、４年前より一部崩れていまして、そのままの状態で改修がなされて

いなかった状態でしたので、職員に点検に来ていただきました。この場所は改修する見込

みはあるのか、お伺いいたします。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。大型の排水路の件でしょうか。それとも

道路の部分でしょうか。（発言する者あり）木柵がしてあるところですか、上流ですか。

現在、今議員の申されるところは、素掘りのところと木柵の部分があると思うんですけれ

ども、上流のほうが木柵がしてある上流のほうがまだ素掘りの状態で残っていると思いま

すけれども、その部分につきましても、雑草と一緒で、管理をしていかなければならない

ので、製品を入れるような計画を今後立てていきたいと思います。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。今の話は、ちょっと手前のほうのモナコからちょっと

入っていったところの道路際のとこです。先ほど述べましたですけど、水門に近い幹線路

にもかかわる、いまだに素掘りのままの土手が見受けられます。水門の樋渡樋管と宮越樋

管にかかわる幹線以外に、素掘りのままの土手はあるのか、お伺いいたします。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。大型の素掘りの排水路という考えでよろ

しいでしょうか。今議員が申されたところと、大型排水路で言いますともう１箇所ござい

ます。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。町長も御存じと思いますが、青果市場の南側の一般排

水路は、数年前に木柵で暫定的な整備を行いましたが、壊れてきています。しっかりとし

たコンクリート製品による改良はできないものか、町長に答弁お願いいたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  あそこは民地と水路の境がなかなか話がついてなかったとこだと

私は思っております。それで、あのときには応急処置として木柵をやったと思っておりま
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すが、点検を建設課ですか、どこがするんですか、やってると言っておりますので、また、

土地の境界等々はっきりして、そしてその事業に取り組んでいかなきゃならんと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。国道１０号線沿いのすき家から青果市場の東側に流れ

る一般排水路は、土砂がたまったり、草や雑木が生い茂っています。しゅんせつと草刈り

や伐採はできないものか伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。当然排水路で管理しなければいけないの

で、しゅんせつや草刈りを計画していきたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。次に、都市下水路は、町内に何箇所もあるのか、また

その幹線名もお聞きしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。都市下水路の路線数につきましては、浄

化センターの東側に流れ込んでいます下火月都市下水路が３路線、それと、宮越樋管に流

れ込んでます上江都市下水路が３路線、それと南九州化学のクリークに流れています萩原

都市下水路の計７路線でございます。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。今答弁されました都市下水路の中で、一番土砂の堆積

が多いとこはどこでしょうか。 

○議長（永友 良和）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。上江都市下水路が比較的多いと考えます

が、水路の曲がった箇所やゴール地点に土砂がたまっているようでございます。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。都市下水路で、暗渠となっている場所は土砂の堆積も

考えられるが、酸欠などの危険が伴うため、点検が困難と思われます。そのような場所の

しゅんせつはどう対応されているのか、伺いたいと思います。 

○議長（永友 良和）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。暗渠部分におきましても、マンホールの

ふたが数箇所ございますので、点検のときにそこも確認しておりますが、土砂の堆積がほ

とんど認められませんので、しゅんせつは行っておりません。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。台風や集中豪雨による冠水や山の斜面崩壊などを防ぐ

ためには健全な都市下水路や一般排水路であることが重要なため、管理及び改良やしゅん
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せつなどを行っていただきたい。 

 次に、鳥獣駆除対策についてでありますが、高鍋町に許可をもらっている駆除班は何名

いるのでしょうか、伺います。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。町内の有害駆除の駆除班につきましては、

現在１５名となっております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。被害農家が駆除申請を出した場合、その申請許可がお

りるのには何日ぐらいかかるのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。許可につきましては、町長の許可という

ことになりますけど、最短で１日で許可が出ますけど、例えば土曜とか日曜、祝日はさむ

と、３日、あるいは４日程度かかる場合がございます。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。昨年の有害鳥獣による駆除依頼は何件ぐらい受けてい

るのか、件数をお伺いしたいと思います。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。平成２６年度でよろしいですか。平成

２６年度被害件数ですけど、被害件数の相談件数は２８件、そのうち許可をしたのは

２２件となっております。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。町内での有害鳥獣による被害は、ヒヨドリ、イノシシ、

鹿、猿などで、どれが一番多いのでしょうか。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。一番多いのは、鳥の数が一番多いですけ

ど、鳥を除きまして、イノシシ、タヌキ、鹿とございますけど、件数としては、タヌキが

１１件、それからイノシシが１０件、鹿が２件というふうな順番になっております。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。町では、被害対策として、電気柵の設置において、補

助を行っているのか、お伺いします。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。電気策の対策については、補助を出して

おります。補助率は、３分の１としておりまして、限度額を一応１０万円ということでや

っております。 
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 以上です。 

○議長（永友 良和）  １５番、春成勇議員。 

○１５番（春成  勇君）  １５番。有害鳥獣による被害は、発生すると、被害の拡大が早

いため、駆除許可に時間をかけない迅速な対応が求められると思います。また、オレンジ

色のベストを着用しないで銃による駆除をしていたところ、町民の方が目にされ、びっく

りされたそうです。駆除班の方は、遵守事項を守って駆除をお願いいたしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（永友 良和）  これで、春成勇議員の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩いたします。２時１０分より再開いたします。 

午後２時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（永友 良和）  次に、６番、岩村道章議員の質問を許します。 

○６番（岩村 道章君）  こんにちは。６番、岩村道章。通告に従いまして、質問いたしま

す。 

 戦後７０年、ことしは太平洋戦争終戦から節目の年であります。戦争を知っている世代

も少なくなり、戦争体験を聞いて育った世代、授業の中で学習として戦争を、歴史を学ぶ

世代へと移り変わっております。戦後７０年の節目に歴史を振り返り、学び、考え、未来

に生かすことがこれからの郷土高鍋の繁栄のため必要であると考え、質問いたします。 

 戦後７０年追悼行事式典、平和教育について。 

 町主催の追悼行事の開催について伺います。 

 次に、子供たちに、戦争の悲惨さを考える学習環境について、詳細は発言者席にて質問

いたします。 

 次に、花守山整備事業も終盤を迎え、高鍋町の観光として次の一手を打つ時期であると

考え、今後さらに人の流れを呼び込み、さらなる高鍋の活性化を図るため、質問いたしま

す。現在、花守山に観光に行こうとする方たち向けの案内看板の設置状況について伺いま

す。 

 また、点在する観光施設、観光地の一体的な広報と温泉施設の利用について、詳細は発

言者席にて質問いたします。 

 次に、昨年のゲリラ豪雨災害を踏まえ、災害の発生しやすい時期ですので、町民の安全、

安心のため、質問いたします。 

 町施設、施設に通じる道路の点検、整備の状況について伺います。 

 高鍋町総合体育館、入口のり面、ふれあい交流センターについて、詳細は質問者席にて
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質問いたします。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  お答えいたします。 

 まず、戦後７０年の追悼行事の開催についてでございますが、これにつきましては、特

別に町主催により実施する予定はございません。 

 次に、花守山の案内看板についてでございますが、これにつきましては、現在県道石河

内高城高鍋線や県道木城高鍋線の交差点を初め、花守山周辺に２３枚設置されております。

国道１０号線や高鍋インター出口のぶら下げ式の案内看板につきましては、今年度をもっ

て、花守山整備事業が終了いたしますので、今後観光地の看板設置に対する国や県の補助

事業等を調査し、設置する方向で進めてまいりたいと考えております。 

 次に、町施設の点検、整備についてでございますが、現在、２名の嘱託職員を配置し、

町道や公園など、町内全域の巡回を行い、施設の維持管理に努めているところでございま

す。また、大雨の予想される前、及び大雨の後には、これまでに災害の発生した箇所や、

危険性のある箇所等を中心に、町内全域の点検を担当職員で行っているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。小中学校における平和教育についてでございますが、

学級活動、道徳、総合的な学習の時間、各教科の授業等で取り組んでおります。小学校で

は、６年生の修学旅行で、鹿児島の知覧特攻平和会館を見学し、凄惨な戦争の歴史に触れ、

平和のとうとさを学んでいます。また、国語科や社会科の授業においても、戦争と平和を

テーマにした教材を活用し、学習を行っております。 

 中学校では、２年生を中心に、平和学習に取り組んでいます。各学校の修学旅行におい

ては、東中が長崎の平和公園、原爆資料館の見学、被爆者からの講話等、西中学校が沖縄

のひめゆり平和祈念資料館、沖縄平和祈念資料館、アブチラガマの見学、体験者の講和等、

平和の大切さを体感できる内容を計画に盛り込んでおります。両校とも、修学旅行前の

５月ごろから総合的な学習の時間を中心に、長崎の原爆や沖縄戦等に関する学習を行い、

修学旅行後も平和学習の研究、まとめを行い、１０月に実施されます文化際において発表

しております。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。町主催の式典はできないということで、町長、残念でござ

います。節目の年に、過去を振り返り哀悼の意を持つことが大切だと考えております。戦

没者慰霊祭にて遺族の高齢化が進んでいると実感しました。今後慰霊祭に出席できなくな

る方たちもふえてくることでしょう。小澤町長は、今後、遺族の方たちが出席できなくな

ったときに、どのようにして会を進めていくのがよいとお考えでしょうか、お伺いします。 
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○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  町長。戦没者慰霊祭につきましては、これまで、社会福祉協議会

や護国神社総代会が主催し、開催してまいりましたが、来年度以降は町主催の追悼式典に

変更する方向で話し合いを進めております。しかしながら、皆さんが心配していらっしゃ

るのは、護国神社の建物だと思っておりますので、その辺のこともまた解決をしていかに

ゃならん問題だと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。小澤町長がそのような方向性で考えておられるので安心し

ました。また、しっかり全体的に考えて、過去を振り返ることが大切だと思っております

ので、ぜひ進めてもらえることをお願いします。 

 次に、高鍋町の子供たちの学習環境についてですが、現在、学校の学習として、体験者

の話を聞くことは、修学旅行等で聞いているということですが、もし体験者がいなくなっ

ている状況で、今後どのようにお考えなのか、お伺いします。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  戦争体験者の話を聞く機会についてでございますが、総合的な

学習の時間等に戦争を体験された方に来ていただいて、高鍋の空襲等の講話をいただき、

ふるさとの歴史を知り、戦争と平和について考えるとともに、郷土愛を育むための学習に

取り組んでいるところです。今議員が言われたように、来ていただく、お話をしていただ

く人材が年々少なくなると思うんですが、でき得る限りそういった方々を学校のほうにお

呼びして、生で話を子供たちに聞かせるということが大切だと思いますので、今後も続け

ていくつもりでございます。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。語り継ぐ活動をされている団体等を利用して、ぜひ戦争の

悲惨さを学習させていただきたいと考えています。 

 次に、高鍋町教育委員会が発行、出版、過去にしていた冊子についてお伺いします。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。議員が言われるのは、高鍋伝伝という冊子だと思うん

ですが、平成七、八年ごろに委員会が中心となってつくったものだと思うんですけども、

私も今回初めて見させていただきまして、子供たちの、特に小学生、中学生あたりにその

冊子を使ったお話会、講話の機会をつくるといいなと思ったところでしたので、学校のほ

うにはぜひ紹介をしたいと思っております。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  この高鍋伝伝の中に、自分も調べたんですけど、教育委員会が発

行したたかなべ戦中戦後の体験集、たかなべ追憶、戦前戦中戦後の生活の様子がつづられ

た文集等、中に入ってるので、ぜひ活用して、高鍋の状況も学習していただくとよいと考
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えます。また、その当時の発行された理由、目的についてわかればお伺いします。 

○議長（永友 良和）  教育長。 

○教育長（島埜内 遵君）  教育長。私も初めて見たもんですから、今岩村議員が質問され

た点については、まだ把握しておりません。 

○議長（永友 良和）  町長。 

○町長（小澤 浩一君）  私が読んだところによりますと、昔話、例えば、水谷原の上のほ

うにお仙稲荷ってございますが、このお仙稲荷の成り立ちといいますか、永谷のほうから

魚をとって上がって、持ってくるとそこに上げて、拝んでいくと町で魚がぎょうさん売れ

たとか、それから、もう一つ何かあったですね、キツネに化かされるような話がありまし

たが、そういうことがるる書いてあります。高鍋町のそういったおとぎ話やら、戦争の体

験とか、そういうことがいろいろ書いてありますので、これは、教育長もなかなか転勤で

いなかったと思いますけど、私はたまたま、石井さんやら、石川先生たちがつくっていた

だいたんだと思っていますから、そういうところをまた、よく気がつかれたなと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ぜひ、活用していただきたいと思います。今の時代だからこそ、

学校や家庭、学習に利用、活用されて、高鍋も激動の時代を乗り越え、しっかり現代に引

き継いでいることを学ぶことが子供のころからふるさとを考える人材を育成するのではな

いでしょうか。地方創生は、取り組みを始めてから成果が出るまで一定の期間を要します。

今後、１０年、２０年先を見越して、地方創生、子供たちがこれからの人材が宮崎を、高

鍋を、ふるさとを思う気持ちがなくてはなし得ないと考えています。町長、教育長、教育

委員会には、次代の人材育成の意味合いも込めまして、しっかり子供たちに向き合ってい

ただきたいと思います。 

 次に、観光施設の連携と広報について、案内看板が２３枚ということで、今後１０号線

や高鍋インター出口に花守山、持田古墳群、染ケ岡地区ひまわり畑等も含めた道路上の案

内看板を設置していただくようお願いしたいと思って、早めの対応をとっていただき、来

客アップにつなげていただきたいと思います。 

 点在する観光施設の一体的な広報と温泉施設の利用についてお伺いします。花守山、

サーフスポット、海水浴場、温泉、高鍋湿原、四季彩のむら、舞鶴公園、武家屋敷、持田

古墳群、運営はおのおのの担当がされていますが、現在一体的な広報はなされているのか

お伺いします。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。観光施設の広報についてですが、高鍋町

観光協会やさいとこゆ観光ネットワークと連携した一体的な広報活動を行って、利用促進

を図っているというのが現状でございます。 
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○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。その中で、ＳＮＳを今後利用していく考えはございますか。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。ＳＮＳを活用した広報については、現在

のところ考えておりません。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。ＳＮＳ等は情報も手軽に配信、また、入手しやすく、拡散

しやすいですので、金銭的にもそれほどかかるものでもないですので、ぜひ広報に活用し

ていただきたいと思います。また、現在、観光や遊びに来られた方の温泉や町家本店の利

用状況についてお伺いします。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  観光や遊びに来られる方について、温泉とか湿原、サー

フィンに来られた方につきましては、それぞれの観光施設を利用されているというふうに

考えております。（発言する者あり） 

○議長（永友 良和）  課長、今のはちょっと答弁が。 

 しばらく休憩いたします。 

午後２時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時26分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。済いません。町家本店という言葉を聞き

漏らしたので、先ほどの答弁を訂正いたします。 

 観光や遊びに来られてる方の温泉利用についてですけど、高鍋湿原やサーフィンに行か

れる方が利用されまして、町家本店での土産品等の購入とか、県外から来られたお客さん

とか、利用されている状況でございます。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  高鍋湿原なんかに来られた方が温泉を使っていただくといいと思

いますが、なかなか町家本店さんに回ってこられる観光客の方が少ないと感じております。

その中で、やはり各施設の横の連携を密にして、人の流れをつくっていただきたいと考え、

点から線、線から円のように、互いの場所に人の行き交いがあるためには、情報を統括す

る担当が必要だと思っておりますが、今後統括する担当は設置できないのか、お伺いしま

す。観光の、全体の。 

○議長（永友 良和）  産業振興課長。 

○産業振興課長（川野 和成君）  産業振興課長。担当者という形には、今現在なってませ

んけど、現在産業振興課としましては、商工観光係を中心といたしまして、観光協会、そ

こら辺とは連携して、観光誘致に力を入れてるところでございます。 
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○議長（永友 良和）  副町長。 

○副町長（川野 文明君）  副町長。今の質問なんですが、確かにおっしゃるとおり、そう

いういま点でなってるところを線で結ぶということが特に重要な問題でありまして、とい

うことは、もう認識しております。今の産業振興課長については、産業振興課内のお答え

をいたしましたので、町全体のことになりますが、各課それぞれ今のところ言われたよう

に担当部署を持っておりますので、それをいかに有効に連携をとって、１つの線で結んで

いくように、広報っちゅうか、そういうのを今もやってるとこなんですが、それが現実的

に成果として上がってないように思いますので、今後、そういう連携が十分とれるような

対策というか、それを講じていきたいと思っています。ですから、特に総務課のどこどこ

が担当者ですよっていうことではありませんが、各課でそういう責任を持った業務をやっ

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。その土地に光を当てるのが観光であります。観光としての

戦略をしっかり立てて、運営側全体の意識として高鍋で楽しんでいただき、さらに代価を

稼ぐんだという強い気持ちが必要ではないでしょうか。ぜひ、もうかる観光戦略を立案し

ていただき、高鍋町全体がもっと活性化するようにつなげていただきたいと思います。 

 次に、町施設の点検状況について。 

 高鍋町総合体育館に通じる道路、のり面の現状について、町として認識されているのか、

お伺いします。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。認識しております。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。認識しているということで、湧水が出ていますが、対策と

してどのように考えているのか伺います。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。御質問のとおり、体育館の入口の道路の

のり面から湧水が出ておりますが、あの道路につきましては、植栽型のブロックが下の方

に積んでありまして、その上ののり面の途中から湧水が確認されております。湧水箇所の

のり面は、現在のところ安定しているのかなというふうに考えておりますので、今後とも

通常の点検の中で監視を続けていきたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  ６番。施設の利用者から不安の声が上がっていますので、しっか

り点検をお願いしたいと思います。 

 次に、ふれあい交流センターの排水路道路路肩について伺います。施設敷地内の排水路、

雨どいが落ち葉等で機能していないと思われますが、現状について、把握されているのか、

伺います。 
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○議長（永友 良和）  健康保険課長。 

○健康保険課長（徳永 惠子君）  健康保険課長。ふれあい交流センターなんですけれども、

地理的条件により落ち葉等が多い状況については認識をしております。ですが、定期的な

清掃も行っておりますし、今後も施設運営に支障がないように清掃など、適切な管理をし

ていきたいと考えているところでございます。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  排水路に落ち葉等が詰まって、それからあふれたのが道路などを

壊すので、気をつけて点検していただきたいと思います。 

 また、施設の出入り口の道路の路肩に、現在鉄筋とロープを設置していますが、それだ

けでは危険ではないでしょうか。どのように考えていますか。 

○議長（永友 良和）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。確かに鉄筋とロープだけでは万全とは言

えないので、今後ガードレールを設置するなど検討していきたいと考えております。 

○議長（永友 良和）  ６番、岩村道章議員。 

○６番（岩村 道章君）  施設の利用者は、主に高齢者ですので、危ない、怖いという声が

上がってますので、気をつけていただきたいと思います。また、ふれあい交流センターは、

しばらく利用されてなかった施設ですので、植栽等の点検も含めて、利用される方々が安

心して通えるように点検、整備をお願いしたいと思っております。 

 以上で、３項目の質問を終わります。 

○議長（永友 良和）  これで、岩村道章議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（永友 良和）  お諮りいたします。本日の会議はここまでとし、柏木忠典議員から

の一般質問は、明後日、１２日に延会したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決

定いたしました。 

 本日はこれで延会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時35分延会 

────────────────────────────── 

 

 


